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(2) 大学の基本的な目標等 
 
１ 基本的な理念 
  「自由で平和な一つの大学」という建学の精神を継承し，平和を希求する精神，
新たなる知の創造，豊かな人間性を培う教育，地域社会・国際社会との共存，絶
えざる自己変革，という理念５原則の下に，国立大学である広島大学に課せられ
た使命を果たす。 

 
２ 基本的方針 
  本学は，「社会に貢献する優れた人材の育成と未来社会に資する科学研究」を
推進するとともに，第一期中期目標を継承しつつ，平成 21 年６月に策定した今
後 10年から 15年を見据えた「広島大学の長期ビジョン」に則って整備する。 

  日本を代表し世界をリードするナショナルセンターとしての機能と，中国・四
国地方のリージョナルセンターとしての機能を併せ持つ。そのため，総合研究大
学として，教養教育の充実を基盤として大学の普遍的使命を果たしつつ，特長的
な分野において世界的教育研究拠点を形成する。 
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　教育研究組織　（平成22年3月31日現在） 　教育研究組織　（平成27年3月31日現在）

保健学研究科

附属学校 附属幼稚園，附属三原幼稚園，附属小学校，附属東雲小学校，附属三原小学校，附属中学校，
附属東雲中学校，附属三原中学校，附属福山中学校，附属高等学校，附属福山高等学校

学部 総合科学部
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教育学部

法学部

経済学部

理学部

医学部

生物圏科学研究科

医歯薬学総合研究科

歯学部

薬学部

工学部

生物生産学部

大学院 総合科学研究科

文学研究科

教育学研究科

社会科学研究科

理学研究科

先端物質科学研究科

病院 病院

附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター

附属リーガル・サービス・センター

法務研究科

先端物質科学研究科

工学研究院

リーディングプログラム機構

医歯薬保健学研究科

工学研究科

図書館

社会科学研究科

全国共同利用施設 放射光科学研究センター

附属地域経済システム研究センター

附属臨海実験所，附属宮島自然植物実験所，附
属両生類研究施設，附属植物遺伝子保管実験施
設，附属理学融合教育研究センター

専攻科 特別支援教育特別専攻科

附置研究所

図書館

大学院 総合科学研究科

文学研究科

教育学研究科

学内共同教育研究施設

ナノデバイス・バイオ融合科学研究所，高等教育研究開発センター，情報メディア教育研究セン
ター，自然科学研究支援開発センター，留学生センター，産学連携センター，教育開発国際協力
研究センター，保健管理センター，平和科学研究センター，環境安全センター，総合博物館，地域
連携センター，北京研究センター，宇宙科学センター，外国語教育研究センター，文書館，医療社
会連携センター，スポーツ科学センター，HiSIM研究センター，先進機能物質研究センター

図書館

法務研究科

理学研究科

附属先駆的看護実践支援センター，附属先駆的
リハビリテーション実践支援センター

附属学校
附属幼稚園，附属三原幼稚園，附属小学校，附属東雲小学校，附属三原小学校，附属中学校，
附属東雲中学校，附属三原中学校，附属福山中学校，附属高等学校，附属福山高等学校

学内共同利用施設 ハラスメント相談室

全国共同利用施設 放射光科学研究センター

中国・四国地区国立大学共同利用施設 西条共同研修センター

学内共同教育研究施設
ナノデバイス・バイオ融合科学研究所，高等教育研究開発センター，情報メディア教育研究セン
ター，自然科学研究支援開発センター，国際センター，産学・地域連携センター，教育開発国際協
力研究センター，保健管理センター，平和科学研究センター，環境安全センター，総合博物館，北
京研究センター，宇宙科学センター，外国語教育研究センター，文書館，スポーツ科学センター，
HiSIM研究センター，先進機能物質研究センター，現代インド研究センター，サステナブル・ディベ
ロップメント実践研究センター

附属先駆的看護実践支援センター，附属先駆的
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附属練習船豊潮丸

附属幼年教育研究施設，附属教育実践総合セン
ター，附属特別支援教育実践センター，附属心理
臨床教育研究センター

附属薬用植物園

附属練習船豊潮丸

附属幼年教育研究施設，附属教育実践総合セン
ター，附属特別支援教育実践センター，附属心理
臨床教育研究センター

医学部

理学部

附属地域経済システム研究センター

附属臨海実験所，附属宮島自然植物実験所，附
属両生類研究施設，附属植物遺伝子保管実験施
設，附属理学融合教育研究センター

附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター

附属リーガル・サービス・センター

附属被ばく資料調査解析部原爆放射線医科学研究所

工学研究科

医歯薬保健学研究院

生物圏科学研究科

国際協力研究科

教養教育本部 教養教育本部

図書館

附属国際放射線情報センター

中国・四国地区国立大学共同利用施設

学内共同利用施設 ハラスメント相談室

西条共同研修センター
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　教育研究組織　（平成28年3月31日現在）

西条共同研修センター

図書館

教養教育本部 教養教育本部

学内共同利用施設 ハラスメント相談室

ナノデバイス・バイオ融合科学研究所，高等教育研究開発センター，情報メディア教育研究セン
ター，自然科学研究支援開発センター，国際センター，産学・地域連携センター，教育開発国際協
力研究センター，保健管理センター，平和科学研究センター，環境安全センター，総合博物館，北
京研究センター，宇宙科学センター，外国語教育研究センター，文書館，スポーツ科学センター，
HiSIM研究センター，先進機能物質研究センター，現代インド研究センター，サステナブル・ディベ
ロップメント実践研究センター

附属学校 附属幼稚園，附属三原幼稚園，附属小学校，附属東雲小学校，附属三原小学校，附属中学校，
附属東雲中学校，附属三原中学校，附属福山中学校，附属高等学校，附属福山高等学校

全国共同利用施設 放射光科学研究センター

中国・四国地区国立大学共同利用施設

専攻科 特別支援教育特別専攻科

附置研究所 原爆放射線医科学研究所

学内共同教育研究施設

附属被ばく資料調査解析部

病院 病院

図書館

国際協力研究科

法務研究科 附属リーガル・サービス・センター

医歯薬保健学研究院

工学研究院

リーディングプログラム機構

先端物質科学研究科

医歯薬保健学研究科 附属先駆的看護実践支援センター，附属先駆的
リハビリテーション実践支援センター

工学研究科

生物圏科学研究科 附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター

文学研究科

教育学研究科 附属幼年教育研究施設，附属教育実践総合セン
ター，附属特別支援教育実践センター，附属心理
臨床教育研究センター

社会科学研究科 附属地域経済システム研究センター

理学研究科 附属臨海実験所，附属宮島自然植物実験所，附
属両生類研究施設，附属植物遺伝子保管実験施
設，附属理学融合教育研究センター

附属薬用植物園

工学部

生物生産学部 附属練習船豊潮丸

大学院 総合科学研究科

法学部

経済学部

理学部

医学部

歯学部

薬学部

学部 総合科学部

文学部

教育学部
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  ╕√ ₈√⅔╛⅛≢ ⌂ ⱪ꜡◓ꜝⱶ₉ 25
fi◓ⱪ꜡◓ꜝⱶ▫♦כꜞ ≢│ 26 ⅛╠ 18

14 ╩ ╗⁹ ─ ╩ ↑ ╣ ╘√⁹ ⱪ꜡◓ꜝⱶ│ ⌐

╕╣√ ─ ≤ ╩ ↄ ⇔ ∕╣╩ ╕ⅎ≡ ⅜ ⅎ╢ ╩

∆╢√╘⌐ ⌂ ╩ ⇔ ╗↓≤⌐╟∫≡

╩ ⅎ╢ꜞכ♄כ╩ ⇔≡™╢⁹ 
ủ 25 ⌐│ ⌐⅔™≡ ─ ∞↑≢⌂ↄ ╩ 
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⌐ ⅎ ™ ≤ ╩ ∫√ ╩ ∆╢√╘

⌂ ≢№╢₈ ₉╛₈ ₉─

╩ ⇔ 26 │ ⅛╠

─ ╩ ≢ ∆╢⌂≥ ─ ⌐ ╘≡™╢⁹ 
ủ 24 ⌐ ┘ ─ ה

╩ ─ ⌐ ∂√ ≢ ℮√╘ ₈

┘ ⌐⅔↑╢ ≤∕─ ⌐ ∆╢

₉╩ ╡╕≤╘ ⌐ →√⁹ 
▪fi◔כ♩⌐≈™≡│ 25

⇔ │ 70 ╩ ⇔≡™╢⁹▪fi◔כ♩ │ ─◄ⱦ♦

fi☻≤⇔≡ ™╠╣ ⌂ ⌐ →≡™╢⁹ 
ₒ 27 ₓ 
ủ ⌐ ∆╢√╘ ╩ ™√ ─╖≢ ╩☻כ◖╢⅝≢ 31

╕≢⌐ ∆╢√╘─ ≤ ☻כ◖─ ─ ╩

⇔√⁹ 
╕√ ⌐ ∆╢ ─ ╛ ⌐ ∆╢ ⌂

ⅎ ─ ╩ ⌐ ⇔√ ₈ ₉─ ⇔ ╕√ ⌐

∆╢√╘ ≤ ─ ה ╩ ™ ─ ⌂╢

╩ ∫√⁹ 
 

⌐ ∆╢  
ᵑ ⌂ ┼─  
ₒ 22 26 ₓ 
ủ ⅛╠▬ⱡⱬכ◦ꜛfi ╕≢ ⌂ ╩ ⌐ ⇔

─ ─ ≤⇔≡ ∆╢╟℮ ה ╛ ─

─√╘─ ◦☻♥ⱶ╩ ⌐ ⇔√⁹ 25
⌐ ▬fi◐ꜙⱬכ◦ꜛfi

26 ⌐ ▬fi◐ꜙⱬכ◦ꜛfi

╩ ⇔√⁹↓╣╠─ ⅜ ╩ ∆╢√╘  ◦

fiⱳ☺►ⱶ─ ╩ ∆╢≤≤╙⌐ ⱪ꜠☻ꜞꜞכ☻ⱪꜝ♇♩ⱨ

ⱶכ◊ EurekAlert,AlphaGalileo ⌐ ⇔ ╩ ⌐ ⇔

√ ⁹↓╣╠⌐ ∆╢ ─ ⌂ ╩ ∆╢√

╘ ≤⇔≡ ┼─ ╩ ⇔√⁹ 
ₒ 27 ₓ 
ủ ⅝ ⅝ ╩ ⌐ ∆╢↓≤╩ ≤⇔≡ ◦fiⱳ☺

►ⱶ─ ╩ ∆╢≤≤╙⌐ ⱪ꜠☻ꜞꜞכ☻ⱪꜝ♇♩ⱨ◊כⱶ

EurekAlert,AlphaGalileo ⌐ ⇔ ╩ ⌐ ⇔√  

H26 ќ H27 37 ⁹ 
ủ 25 ─▬fi◐ꜙⱬכ◦ꜛfi ⌐⅔™≡ ⌐

⌂ ╩ ∆╢╟℮ ⌂ ╩ ⇔√⁹ 
ủ ⇔√ ╩ ≤⇔≡ ╩ ↕∑╢√╘

⌐ ∆╢ ─ ⱨ□fi♪⌐ ⌐ ∆╢

≤≤╙⌐ ⌐ ↑≡ ≤ ╩ ⇔√⁹ 
 
ᵒ ─  
ₒ 22 26 ₓ 
ủ ₈ ─ ₉ ╩ ∂≡ ⌂

─ ה ─√╘ ♥♬ꜙ▪♩ꜝ♇◒─ ╩ ∫√⁹

⇔√₈◘☻♥♫Ⱪꜟה♦▫ⱬ꜡♇ⱪⱷfi♩ ☿fi♃₉כ⌐⅔™≡

ה ╩ ™ 22 ⅛╠ ∏≈─♥♬ꜙ▪♩ꜝ♇◒

╩ ⇔√ ℮∟ ─ ╩ ╗⁹ ⁹ 
ủ ⅜ ≤⌂╡ ┘ ╩ ≤⇔ ─ ─

╛ ╩ ≤∆╢₈ ╩ ↄ ⱪꜝ♇♩ⱨ◊כⱶ₉⅜

26 ◖fi♁כ◦▪ⱶ ⌐ ↕╣√⁹

⌐⅔™≡ ⌐ ╩ ⇔ ⌂◐ꜗꜞ▪╩ ╡ ↄ↓≤─≢⅝

╢ ╩♥♬ꜙ▪♩ꜝ♇◒ ⌐╟╡ ה ⇔√ 26 ⁹ 
ủ ╩ ∆╢≤≤╙⌐ ╩ ⇔ ♩♇ⱪ ─

╩ ↄ∆╢↓≤╩ ⇔ ⌐ ⇔≡ ╩ ⌐ ⇔ ─

╩ ⌐ ∆╢◦☻♥ⱶ≤⇔≡ ⌐╟╢ ≤∕─ ┼─

╩ ∆╢₈ ◦☻♥ⱶ₉─ ⌐ ⇔√⁹ 26 10 ╟╡

⌐≈™≡ ↔≤⌐ ה ╩ ╘ ╩

┼ ↕∑√ ⌐≈™≡╙ 27 ╟╡ ⁹ ⁹ 
ủ 23 ⅛╠ ◐ꜗfiⱤ☻⌐ ⇔√₈└╤⇔╕ ה ▬

ⱡⱬכ◦ꜛfi ₉─ ╩ ⇔ ╩ ╗ ≤ ⅜

≢ 23 ▬ⱡⱬכ◦ꜛfi ⱪ꜡◓ꜝⱶ ה

23 27 ⌐ ⇔ ↕╣√⁹ ─ ≢

└╤⇔╕ ╩ ⌐ ─ ─ ╩ ⇔ ─ כ♬

☼╩ ⇔≡ ╛ ╩ ⇔√ ↄ╕≤╕∫√ⱪ꜡◓ꜝⱶ≢№

╢↓≤⅜ ╘╠╣ ₈A₉─ ╩ ↑√⁹ 
ₒ 27 ₓ 
ủ 28 ╟╡ ─ ≤ ╩ ⇔ ∆═≡─ ⅜

∆╢ ╩ ∆╢↓≤╩ 28 23 ≢ ⇔√⁹

│ ≢ ⇔√ꜚ♬♇♩≢ ∆╢↓≤≤⌂╡ ↓╣⌐╟╡ ╠╣

√ ─ ≢ ─Ɽⱨ◊כⱴfi☻╩ ⇔ ─ ╩ ⅎ√  
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⌂ ⅛╠ ─ ─√╘─ ⅜ ≤⌂╢⁹ 
ủ ₈└╤⇔╕ ה ▬ⱡⱬכ◦ꜛfi ₉╩ ⌐ ╛

╩ ⇔≡™╢₈ ▬ⱡⱬכ◦ꜛfi ⱪ꜡◓ꜝⱶ₉

⌐ ℮ ≢ ⱷכ◌כ─ ─ ╩ ⌐ ⅛

⇔ └╤⇔╕ ≤─ ⌂ ⌐╟╡ ╩ ⅎ√ ⌂ⱴ

♇♅fi◓ ─ ╛ ⌐⅔↑╢ ╩ ⇔√ ─

─ ╛ ⌐╟╢ ─ ╩ ╢≤≤╙⌐

⌂▬ⱡⱬכ◦ꜛfi ⌐ ↑√ ╖╩ ⇔ ⌐ ╩ ∆

╢⌂≥ ⌐ ╩ →≡™╢↓≤⅜ ╘╠╣ ₈S₉─ ╩ ↑√⁹ 
ủ ⅛╠ ─╒⅛ ╩ ↑ ╣≡ ─ ≤ ─ ⅜

⌂ ≢ ─ ⌐≈™≡ ⇔≡ ╩ ℮↓≤⌐╟╡ ╟╡ ╩

ⅎ√ ╣√ ⅜ ╕╣╢↓≤╩ ∆╢₈ ₉ ╩

⇔ ⱴ♠♄ ◖ⱬꜟ◖ ╩ ⇔√⁹ 
 
ᵓ  
ₒ 22 26 ₓ 
ủ 24 ⌐ ─√╘ ◦♬▪ URA University Research 

Administrator URA ┘ ⌐⅔™≡ ╩ ∆╢▪♁◦◄▬♩ URA ⅛
╠⌂╢ ⌂ URA ╩ ⇔√⁹ ∆╢ ⌐≈™≡│ ⱪ꜡

☺▼◒♩ ⅜ ≤⌂╢╟℮ ▪◌♦Ⱶ♇◒◐ꜗꜞ▪╩ ≈

URA ╩ ⇔√⁹₈ ┘ ─ URA₉≤─ ≤ ⌐╟╡

─ ─ ╩ ∫√⁹ 26 ⌐│ DP
Distinguished Professor DR Distinguished Researcher ╩ ≤⇔√

⌐ ⇔ ╩ ∆╢≤≤╙⌐ ─

─ ─√╘─ ◦☻♥ⱶ╩ ⇔ ╩ ⇔√⁹ 
ₒ 27 ₓ 
ủ ─ ה ╩ ∫√╒⅛

⌐ DP DR ╩ ⌐ ◘▬◄fi☻◖Ⱶꜙ♬◔כ♃כ▬fi♃כfi

╩ ⇔ URA≤ ∆╢↓≤≢ ─ ╩ ⇔√⁹ 
 
ᵔ ─ ─  
ₒ 22 26 ₓ 
ủ ⌂ ─ ─ ╛ ⌐ ╢ ◘ⱳכ♩─

╩ ╘ ₈ ◘ⱳכ♩ ₉

─₈ Ⱡ♇♩꞉₉◒כ┼─ ╩ ╘√ H22 ќ

H26 63 H22 21ќ H26 235 H22
119ќ H26 1,156 ⁹ 

ủ ╩ ╗ ─ ⌐ ∆╢√╘ ─◘ⱳכ♩╩

℮ ╩ √⌐ ⇔ ⇔√ 26 ⁹ 
ủ ₈ ◘ⱳכ♩ ₉⌐⅔™≡ ⌐╟╡ ∆═⅝

─ ╩ ™ ─ ┘ 19 ─ ☻כꜚꜞ ╩ ∫√⁹ 
ủ ↓╣╠─ ⌐╟╡ ה │ ⌐ ⇔√ H22 33ќ

H26 12,466 ⁹ 
ủ ─ ⌐╟╢ ─⸗♦ꜟ≤⇔≡ 26 ⅛

╠ ₈ Ᵽ▬○Ⱡ♇♩꞉כ◒ ☻ⱦכ◘ ₉╩ ⇔√⁹ 
ₒ 27 ₓ 
ủ ⌂ ◘ⱳכ♩─ ╛↓╣╕≢─ ⌐≈™≡ ─ ╩

≤⇔≡▪fi◔כ♩ ╩ ⇔ ∕─ ─≤╡╕≤╘╩ ∫√⁹ 
ủ ₈ Ᵽ▬○Ⱡ♇♩꞉כ◒ ☻ⱦכ◘ ₉⌐≈™≡

─ ⌐╟╢ ╩ ⇔ ≤ ─ ─ ─☻ⱦכ◘

┼─ ⌐ ∆╢ ─ ─ ╩ ∫√⁹ 
 

ה ⌐ ∆╢  
ᵑ ─  
ₒ 22 26 ₓ 
ủ ─◓꜡כⱣꜟ ⌐ ∆╢√╘ 23 ⌐₈ 2012₉
╩ ⇔√⁹╕√ ╩ ∆╢ ─ ⌐ ⇔≡ ╟╢

─ ⌂ ╩ ∆╢⌂≥ ─ ≢ ⌐ 2012
─ ╩ ∫√⁹ 

ủ ⌂ ─ ┘ ╩ ∆╢√╘ √⌐

╩ ⅛ ▬fi♪Ⱡ◦▪ ⌐ ⇔√⁹╕√ ⱨ

▼▪─ ─ ≤─ ─ ≤

╩ ⇔√⁹ 
ủ ┘⌐ ┼─ ╩ ╘╢ ↑─ ≤⇔≡ ─ ⌂

™ ╩ ⌐ ─ ╛∕─ ╩ ⇔ ≤

⌂╢ ╛ ╩ ∆╢₈START Study Tour Abroad for Realization and 
Transformation ⱪ꜡◓ꜝⱶ₉╩ 22 ⅛╠ ⇔√⁹ ⱪ꜡◓ꜝⱶ│

─ ╩ ╡ 26 ⌐│ ☻כ◖ 208 ╩ ⌐ ⇔√⁹ 
ủ ⌐ ≠ↄ HUSA Hiroshima University 

Study Abroad Program ⱪ꜡◓ꜝⱶ╩ ⇔ ─ ≤ ╩ ⇔

√ ╩ ⇔≡™╢⁹ 
 25 ⅛╠ ₈ ─ AIMSⱪ꜡◓ꜝⱶ ₉

─ ⌐╟╡ ⌂╢ ─ ╩ ╡ 26 ⌐│ ה╣ ≤

╦∑≡ 120 ─ ╩ ∫√⁹ 
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ủ ┼─ ─ ↑─ ≤⇔≡ ─ ╩ ⌐ ┘

╩ ∂≡ ┘ ┼─ ╩ ╘╢ ─₈ ה

₉╩ 22 ⅛╠ ⇔√⁹ │ ─ ╩ ╡

26 ⌐│ ☻כ◖ 171 ╩ ↑ ╣√⁹ 
ủ ─ ₁⌂ ⌐╟╡ 22 26 ≢ ─ │

⇔√⁹╕√ ─ ╣╙ 23 ─ ─ ⌐╟

╡ ⌐ ╩╖∑√╙── ⌐ ⇔≡™╢⁹ │ ─    
   H22 H23 H24 H25 H26 H27 
   257 446 587 609 655 592 
   1,655 1,628 1,705 1,678 1,824 2,026 

 
ₒ 27 ₓ 
ủ 26 ꜟⱣכ꜡◓כⱤכ☻─ ─ ╩ ↑ ₈

2012₉╩ ∆╢≤≤╙⌐ ♄Ⱪꜟ♦▫◓ꜞהכⱪ꜡◓ꜝⱶ╛☺ꜛ▬fi

ⱪ꜡◓ꜝⱶכꜞ◓▫♦ה♩ ꜟⱣכ꜡◓כⱤכ☻ ─

⌐ ∆╢ ─ ⌐ ⇔ ⌐ ⇔√⁹ 
ủ ─ ה ─√╘ 28 ▬fi♪Ⱡ◦▪

PERSADA ≤─ ╩ ⇔ ⌐₈ PERSADA ⱪ꜡☺

▼◒♩☿fi♃₉כ╩ ⇔√⁹↕╠⌐ 28 ⌐│◄☺ⱪ♩ה◌▬꜡

⌐₈ ◌▬꜡☿fi♃₉כ╩ ⇔√⁹↓╣⌐╟╡ ─

│ ◌ ה 11 ≤⌂∫√⁹ 
ủ ─ ⌂ ≢№╢ ⱪ꜡◓ꜝⱶ│ ꜟⱣכ꜡◓כⱤכ☻

⌐╟╢ ╙№╡ ⌂╢ ─ ╩ √⇔√⁹ 
₈STARTⱪ꜡◓ꜝⱶ₉│ ♃▬╩ √⌂ ╩☻כ◖√⇔≥ ⇔ כ◖

☻ 212 ─ ╩ ⌐ ⇔√⁹₈ HUSAⱪ꜡◓ꜝⱶ₉│
ה╣ ╦∑≡ 120 ╩ ⇔≈≈ ─ ≤ ╩

≤⇔√ ╩ ⇔√⁹₈ ה ₉│ כ◖

☻ 213 ─ ╩ ╣√╒⅛ ─ ╩ ≤ ∆╢↓≤

⌐≈™≡ ≤ ╩ ⇔ ⌐│ ⌐ ╩ ⇔√⁹ 
 
ᵒ ─ ─ ┼─  
ₒ 22 26 ₓ 
ủ 22 11 ⌐ ⌐ ┼─ ⌂╢ ╩ ≤⇔≡

₈ ₉╩ ⇔√⁹ 26 ─ │ 133≢
22 ⅛╠ 89 ⇔√⁹ 

ủ ─ ╛ ה ☼כ◦ ⌐ ∆╢ ╩ ↕∑╢√

╘ ─ ╡ ╖╩ ∫√⁹ 

(1) ╛ ─ ꜞfi◒─

╛ ⅜ ╩ ∆╢↓≤╩ ⌐∆╢⌂≥ ╛ ─

╩ ╘√ ◦☻♥ⱶ₈└╕╦╡₉╩ 23 ⅛╠

⇔ ╩ ⇔√⁹ 
(2) ⌐ ∆╢ ─ ≈≤⇔≡ ⱷכꜟⱴ●☺fi╩ │

Hiroshima University Quarterly Technology Newsletter
│ ⅛ ⌐ ⇔√⁹ 

(3) ≤ ≤─ ≡⇔≥ꜟכ♠─ ∆╢√╘ ₈

ה ₉╩ 23 ⌐ ⇔√⁹ 
ủ ─ COC ⌐ 25 ⌐ ↕╣√₈ ╩

╗└╤⇔╕▬♬◦▪♥▫Ⱪ ₉ ╩ ⇔√⁹ │ ₈└╤⇔╕▬♬

◦▪♥▫Ⱪ₉≈╕╡₈ ╛ ─ ™╛ ⅜™─ ╩ ⅎ

≡ ™≈≢╙≥↓≢╙ ₁ ⅜ ⌂ ╩ ≢⅝╢ ─ ₉┼≤ ⅜╢

ה ╩ ⇔≡ ₈└╤⇔╕╩ ╡ ⇔ ∆╢ ₉╩ ≤≤╙

⌐ ∆╢ ╖≢№╢⁹ 
ủ ₈☿fi♃הכ○Ⱪה▬ⱡⱬכ◦ꜛfi(COI)₉⌐ ╩ ≤∆╢₈

⅜ ∆╢ ▬ⱡⱬכ◦ꜛfi ₉⅜ 25 ⌐ ↕╣

╩ ⇔≡ ≤ ≤⸗ⱡ╩ ≢≈⌂⅞ ∕╣╩╙─≠ↄ╡

⌐ ⅛∆ ╩ ⇔≡™╢⁹ 
ₒ 27 ₓ 
ủ ₈ 27 ─ ⌐╟╢ COC+ ₉⌐

↕╣√ ⌐╟╢₈ ⌐╟╢ ⌐ ↑√

₉⌐ ≤⇔≡ ╦∫√⁹ ≤│ COC+╩ ⇔≡ ─

⌐ ⅜╢ ╩ ∆╢↓≤≤⇔√⁹ 
ủ ₈ ⅜ ∆╢ ▬ⱡⱬכ◦ꜛfi ₉≢│ 27 ╕≢─

ⱨ▼כ☼⌐⅔™≡ ⌐ ╛ ╩ ה ≢⅝╢ ─

⌐ ╩ →≡™╢⁹↓─ ─ ⅎ╢ ⌐╟∫≡ ╛ ↄ

─ ⅜ ╩ ↕╣≡⅔╡ ─ ≢Ɽfiꜗ☺ꜟכ○⅜ ↕╣

≡™╢≤↓╤≢№╢⁹ ⅎ≡ ⌐ ↑√ ≤⇔≡│ 25
≈─ ⅜ √⌐ ⌐ ╦∫≡⅔╡ ╩ ⇔√╙─≠ↄ

⌐☻ⱦכ◘ה╡ ⅜╡⅜ ≡⅝≡™╢⁹ 
 

┘ ┼─  
ₒ 22 26 ₓ 
ủ  
  ⅛╠ ⱶכ♅ DMAT
╩ ┼ ⇔ ╩ ∫√⁹∕─ ╙ ⌐ ═ 1,347  
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─ ╩ ⇔ ⇔√⁹ 
ủ₈ ┌ↄ ₉≤⇔≡─  
  ╩ ↑ ₈ ┌ↄ ₉╩ 23

⌐ ⇔ ╩ ⇔√⁹╕√ ₈ ┌ↄ ╩ⱶ₉כ♅

∕─ ╙ ⇔≡ ╩ⱶכ♅ ⇔√⁹ ≢│ fi♬כꜞ◒☻

◓ ─ⱪꜝfi♬fi◓ ♃כ♦ ה ─ ☻◒

◓fi♬כꜞ ┌ↄ ─ ≤ ─ ≤

─ ╡ ≢─ ┘ ┼─ ⌐

√∫√⁹ 
ủ ┼─  
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☿◦►ⱶ─ ╩ ⇔ 28 ⌐ ≢ ⇔√⁹ 
ủ ┼─  
  ─ ⌐ ╢ ╩ ⇔ ═ ─

╩ ⇔√⁹ 
ủ Ⱳꜝfi♥▫▪─  

Ⱳꜝfi♥▫▪ ₈OPERATION≈⌂⅜╡₉─ ╩ ≤ ⇔≡

⌐ ⇔ ╩ ∫≡™╢ 10 12 33 ─ ╩ ⁹ 
 

⌐ ∆╢  
ᵑ ה ─ ─√╘─  
ₒ 22 26 ₓ 
ủ ╩ ⌐ ⇔√▪fi◔כ♩ ─ ╩ ⌐ ◐ꜗꜞ▪Ɽ☻─

─ ╩ ™ ⱪ꜡◓ꜝⱶ─ ⇔╛ ─ ⌐ →╢≤≤

╙⌐ ┘ ─ ∕╣∙╣⌐ ⇔√ ─ ☿Ⱶ♫כ╩

⇔ ⌐⅔↑╢ ⌐ ∆╢╟℮ ⇔≡™╢⁹ 
ủ ─ ┌ↄ ≤⇔≡ ┌ↄ ⌐ ≢⅝╢ ╩

∆╢√╘ ╩ ☿Ⱶ♫כ ⌐

↕∑ ⇔≡™╢⁹ 
ₒ 27 ₓ 
ủ ┘ ╩ ─≥ꜟ♦⸗ꜟכ꜡⌐ ™╛◐ꜗꜞ▪Ɽ☻

⌐ ⇔≡─ ╩ ⌐ ₈ ≤─ꜝfi♅ ₉╩

☿fi♃כ ┘ ≤ ⇔≡ ⇔√⁹ 
ủ ─ ╩ ∆╢√╘ ☿fi♃כ⌐ ⱳ☻

♩╩ ⇔ ─☿fi♃כ ╩ ⇔√⁹ 
ủ ▬fi♪Ⱡ◦▪─▪▬ꜟꜝfi● ≤ ⌐ ⸗♩◄♁כ♃◒♪

≤ ⌐ ╩ ⇔√⁹ 
ủ ⅜ ─☻fi◄▬◘כꜞ♩ꜝꜙ◑꜠─ ⌐ ∆╢√╘ ↑≢
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⌐ ∫≡™╢⁹╕√ ⌐ ∆╢ ⌐ ⇔ ⇔√

♃כ♦ ╩ ה ⌐ ↕∑╢≤≤╙⌐ ⌂ ─ ╩ ╘╢

√╘ ╩ ⇔ ╩ ⇔≡™╢⁹ 
ủ ♦כ♃ⱬ

כ♃fi☿☻כ ⌐ ⇔ ─√╘─ ╩ ╪≢™╢⁹ 
ủ ─ ┌ↄ ≤⇔≡ Ⱪ꜡♇◒─ ─

┘∕─ ≢ ↕╣╢ ─ ┌ↄⱠ♇♩꞉כ◒≤─

╛ ┌ↄ ⌐ ╢ ה ↕╠⌐ IAEA
─ Ⱡ♇♩꞉כ◒ RANET ┼─ ╩ ∫≡™╢⁹ 

ủ 26 20 ⌐ ⇔√ ─ ⌐ ⇔ ⅛╠

ⱶכ♅ DMAT ╛ ☻כ♫ ⱶכ♅ DPAT
╩ ∆╢≤≤╙⌐ ⌐ⱶכ♅ ╩ ⇔√╒⅛

╛ ≥ⱶכ♅─ ≢ ≢─ DVT fi♬כꜞ◒☻

◓ ╩ ⇔√⁹╕√ ┘ ─

≤ ⌐ ╢ DMAT ╩ ∫√⁹ 
ₒ 27 ₓ 
ủ  DPC ⱬfi♅ⱴכ◒◦☻♥ⱶ EVE ╩ ⇔≡ 26 DPC PDPS

⌐≈™≡ ↔≤⌐ TOP10 ─ ╛ ─

ה ─ ─ ╩ ™ ⱣⱩꜟ♅ꜗכ♩ ╩

⇔ ⌐ ─ ⇔√⁹ 
ủ ◦☻♥ⱶ ⱷ♦▫◌ꜟכ◖ה♪ MC ╩ ⇔≡ 26

⌐≈™≡ ↔≤⌐ TOP10 ╩ MDC6 DPCה ⌐

╩ ™ ה ה ─ⱣⱩꜟ♅ꜗכ♩ ╩ ⇔

⌐ ─ ⇔√⁹ 
ủ ⇔ ⌐ ≠⅝ ⇔ ≤ ─ ╩ ℮≤≤╙

⌐ ╩ ™ ─ ≈≢№╢ ╣─℮∟ ─כ♄כ○

│ ─ ╣⌐≈™≡ ⇔ ─ ╩ ─℮ⅎ ╩

∆╢⌂≥ ╩ ⇔√⁹╕√ ─ ╩ ⇔ ─ ™

─ ╩ ™ ┘ ─ ⇔ ┘⌐ ─ ╩ ℮

⌂≥ ╩ ⇔√⁹ 
ủ │ 26 ─ 25 ⌐⅔™≡ ꜠ⱬꜟ─

≢№╢₈ ┌ↄ ☿fi♃₉כ ┘₈

ה ☿fi♃₉כ⌐ ↕╣√⁹ 
ủ ┘ CT ─ ⌐ √∫≡ ╖╩ ╕ⅎ≡ⱷfi♥♫

fi☻ ╩ ∆╢≤≤╙⌐ ⌐ⱷfi♥♫fi☻ ╙ ╘√ ≢

╩ ™ ⱷfi♥♫fi☻ ─ ╩ ∫√⁹ 
 

⌐ ∆╢  
ᵑ  
ₒ 22 26 ₓ 
ủ ⌐ ╢ ─ ה ╩ ∆√╘ ⱴכ♥─

≢ ─ ╩ ↑ ∕─ ╩ ⌐ ↕∑√⁹ 
ꜟⱣכ꜡◓  ┼─ ≡⇔≥ⱴכ♥╩ ≢│ ╩ ∂≡

─ ─◌ꜞ◐ꜙꜝⱶ╩ ⇔ ≢│ ◒☻▬fi☻Ɫ◄▬◘כⱤכ☻

ꜟכ ─ ╩ ↑≡ ─ ≤ ה

╩ ⇔√⁹↕╠⌐ ≢│◒ꜞ♥▫◌ꜟ◦fi◐fi◓╩ ∆╢

╩ ⇔√⁹ 
⌂ ≠ↄ╡─√╘─ ESD ≢│ ─ꜚⱠ☻◖☻◒כ

ꜟ≤⇔≡─ ╡ ╖ ⌐⅔↑╢₈ ╩ ℮ ≥╙╩ ≡╢ ESD
─ √⇔≥ⱴכ♥╩₉ ─ ╩ ╗ ╩ ⇔√⁹ 

  ◐ꜗꜞ▪ ≢│ ≢ ─ ╩

╘ ≢│ ╩ ≤⇔≡ ה ╩ ⇔

√ ה ╩ ⇔√⁹ 
ꜟכ◒☻▬fi☻Ɫ◄▬◘כⱤכ☻┘   ─ ─

╩ ╗⁹ │ 12 ≤⌂╡ │ ⌐₈  ₉

╩ ⇔√⁹ 
ủ ─ ≤ ─ ─ ┘⌐ ─√╘ 23 ⌐

╩ ╘√ ╩ ⇔≡ ╩

™ ┘ ╩⇔≡™╢⁹ 
ₒ 27 ₓ 
ủ ◓꜡כⱣꜟ ┼─ │≡⇔≥ⱴכ♥╩ √⌐↕╠⌐ ◓כⱤכ☻⅜

─ꜟכ◒☻▬ⱣꜟⱢכ꜡ ╩ ↑ ─≥▬♃╛▪ꜞꜝ♩☻כ○ ה

⌐ ⇔ ─ ╩ ∆╢ⱪ꜡◓ꜝⱶ─ ⌐ ╡ ╪∞⁹ 
◐ꜗꜞ▪ ≢ⱴכ♥─ ⇔√ ⌐ ⅎ≡

≢│ ─ ה ⌂ ╩ ↕∑╢ ─№╡ ⌐≈™≡

╩ ∫√⁹↕╠⌐ ≢│▬fi◒ꜟכ◦Ⱪ ◦☻♥ⱶ ⸗♦ꜟ☻

ꜟכ◒ ─ ╩ ↑ ─№╢ ≤⌂™ ⅜ ⌐ ┬↓≤─ ╩

╠⅛⌐∆╢√╘─ ◦☻♥ⱶ ╩ ⇔√⁹╕√ ≢│ ▬fi♪Ⱡ

◦▪╛▪ⱷꜞ◌─ ≤ ◦☻♥ⱶ V΅cube ╩ ⇔√ ה

─ ╩ ╘√⁹ 
ủ ┘☻כⱤכ◘▬◄fi☻Ɫ▬☻◒כꜟ ─ ⌐≈™≡│

╩ ╖ ⇔≡™╢⁹ 
ủ ─ ╩ ⌐ ℮╟℮ ⅝⅛↑ ╩ ⌐ ™

≡ ╩ ∆╢√╘─ ╩ ⇔ ╩ 26 ─  
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⅛╠ 22 ┼ ⌐ ┌⇔√⁹ 
 
ᵒ ה ≤─  
ₒ 22 26 ₓ 
ủ ─ ╩ ╢√╘ ≤ ⅜ ╩ ℮

ה ₈ ⱪ꜡☺▼◒♩₉╩ ⇔≡ 30 ─ ╩

⇔√⁹ 
ủ ─ 700 800 ⌐ ⅎ≡ ╩ ↑

╣√⁹╕√ 21 ⅛╠ ⌐ ↕╣√₈ ⱪ꜡◓ꜝ

ⱶ₉⌐⅔↑╢₈▪◒◦ꜛfiꜞ◘כ♅ ₉≤⇔≡ ≢ 115 ─

┘ ╩ ↑ ╣√⁹ 
ₒ 27 ₓ 
ủ ה ₈ ⱪ꜡☺▼◒♩₉ ≢ ⅛╠ ─№∫

√ 42 ⅛╠ ─ 31 ╩ ⇔√⁹₈₈ ⌂ ₉≠ↄ╡╩ ⇔√

⌂ ─√╘─ ₉ ⌂ ─ ⅜ ↕╣√⁹ 
ủ 801 ─ ≤≤╙⌐ ╙ ↑ ╣√⁹↕╠⌐ ₈▪◒◦ꜛ

fiꜞ◘כ♅ ₉≢│ 12 ─ ┘ ╩ ↑ ╣√⁹╕√

─ ≢ ⌐╟╢ ╡╩ ꜟⱣכ꜡◓≡⇔ ┼ ⇔√⁹ 
 
ᵓ ─ ה ─ ⇔ 
ₒ 22 26 ₓ 
ủ 22 ⌐ ─ ╩ ╘√ ─ ─ ╡ ╩

∆╢√╘ ─ⱷfiⱣכ⅛╠⌂╢ ╩ ⇔≡ ⇔

⌐ ┼ ⇔√⁹∕╣╩ ↑≡ ⌐№╡ ╩ ⇔≡

⇔ ∕─ ╩ ┘ ⌐ ⇔√⁹ 24 ╙

≢ ⇔≡ ⇔ ⌐ ⇔ ה ⇔√⁹ 
25 ⌐│ ⌐≈™≡ ─ ╩ ™ ה

─ ─ ה ─√╘ 27 ⅛╠ ╩ ╠∆

↓≤≤⇔√⁹ 
ủ ◓꜡כⱣꜟ ⌐ ╘╠╣╢ ה ╩ ∆╢ ◌ꜞ◐ꜙꜝ

ⱶ ┘ ─ ╩ ∆╢ ─ ≤™℮ ╩ ∆╢√

╘ 24 ⌐ ╩ ⇔≡ ⇔√⁹ 22 ⅛╠ 26
╕≢⌐ 53 ─ ╩▪ⱷꜞ◌ ◦fi●ⱳכꜟ ⱨ▫fiꜝfi♪ ─

┼ ≡⇔≥ⱶכ♅ ⇔≡ ⇔ 27 ⌐ ↕∑╢◌ꜞ◐

ꜙꜝⱶ─ ⌐⇔√⁹ 
ủ ↄ ─ ─ ≤⇔≡ ╩ ∆╢√╘ 26 ╕≢⌐  

≤ ╩ ┘ ╩ ⌐╟╡ ↑ ╣≡ ─ ⌐ ╡

╪∞⁹ 
ₒ 27 ₓ 
ủ ─ ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡ ⇔≡ ╩ ≢№

╢ ─ ─ ╩ ╕ⅎ≡ ⇔√⁹ 
ủ ≢ ꜟⱣכ꜡◓ ─ ╩ ⇔√

◌ꜞ◐ꜙꜝⱶ ┘ ⌐≈™≡ ╩ ↕∑√⁹∕─ ╩

ⱨ◊כꜝⱶ╩ ⇔≡ ↄ ∆╢≤≤╙⌐

⌐ ╡╕≤╘√⁹ 
ủ ─ ⌂ ╡ ╖╩⇔≡™╢ ⌐ 10 ─ ╩ ⇔ ╩

∆╢⌂≥ ╩ ™ ∕─ ╩ ─ ⌐⅔™≡ ╩

⇔≡ ╘╢≤≤╙⌐ ⌐╕≤╘≡ ─ ⌐ ⇔√⁹ 
ủ ─ ─√╘⌐ ╕≢⌐ ╩ ╪∞ ⌐ ⅎ≡ √⌐

≤ ╩ ┘ ─ ⌐ ╡ ╪∞⁹ 
 

ה ⌐ ∆╢  
  

ᵑ ≤⇔≡─ ╛  
ₒ 22 26 ₓ 

ה ─  
ủ │ 22 ⌐₈ ה

₉⌐ ↕╣ ◕ⱡⱶ ─ ⌐ ∆╢ ─ ⱪ

꜡☺▼◒♩ ─ ╩ ⇔√⁹╕√ ─ 24
⌐ ₈ ה ─ ⌐ ∆╢ ₉ ₈ ┌ↄ─ ה

─ ₉ ┘₈ ─ ₉≢ ∆╢₈

ⱪ꜡☺▼◒♩₉ ╩ ⇔ ⌐╟╢ ─ ≤

⌐ ∆╢ ╩ ⇔√⁹ ─ ⅜ ⇔ ╩ ∆╢√╘─

☿fi♃כ─ ╢╟⌐◘fi◔כ◦ ◕ⱡⱶ

─☻ⱦכ◘ ─ ◦fiⱳ☺►ⱶ ╩ ™

╩ ⌐ ⇔√⁹ 
ₒ 27 ₓ 

ה ─  
ủ ₈ ה ₉─ ≤⇔≡ ─ ⌐ ═ 685─

╩ ⇔√⁹ ╢╟⌐◘fi◔כ◦ ◕ⱡⱶ ─☻ⱦכ◘

─ ◦fiⱳ☺►ⱶ ╩ ™ ╩ ⌐ ⇔

↑≡™╢⁹ 
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─  
ủ ₈ ╩ ∆╢ⱨ▼♬♇◒☻ꜞכ♄כ ⱪ꜡◓ꜝⱶ₉≢

⌐ ⌐ ⇔ ⌂ ─ ≢ ╩ ≢⅝╢ ≤

╩ ⌐ꜟⱣכ꜡◓╢∆ ─כ♄כꜞ╢⅝≢ ╩ ⇔√⁹ 
─  

ủ ה ─ ה

─ ה ╩ ─ HP⌐ ⇔ ╩ ⌐ ⇔√⁹╕√ ₈

╩₉☻כꜙ♬ ⇔ ה ┼ ⌐ ╩

∫√⁹ 
 

ᵒ ─ ╛  
ₒ 22 26 ₓ 
ủ ─ ╩ ∆╢√╘─₈

ⱪ꜡◓ꜝⱶ₉╩ 26 ⌐ ∟ → 18 ⱪ꜡☺▼◒♩⌐╟╢ ╩

⇔√⁹ ┼™ ╩ ╗ ╩ ⇔ ╛◘fi◔כ◦

╩ ⇔ ⌐ ↕╣╢ⱪ꜡◓ꜝⱶ≤⇔√⁹ 
ₒ 27 ₓ 
ủ ⅜ ≤⌂╡ ┘ ≤ ⌐ ה

₈ ה ₉ Ⱡ♇♩꞉כ◒ ⌐ ⇔

↕╣√⁹ ⅛≈ ⌂ ה ─ ─

≤ ∕─ ─ ┼─ ≤ ┼─ ╩ ∆╢⁹ 
ủ ⅛╠₈ ┌ↄ ☿fi♃₉כ⌐ ↕╣ ┌ↄ

┌ↄ ╛ ⌐ ∆╢ ⌂ ─ ╛

╩ ╘√ ╩ ⇔√⁹╕√ ₈ ה

☿fi♃₉כ⌐╙ ↕╣ ─ⱶכ♅ ╛

─Ⱡ♇♩꞉כ◒ ╩ ⇔√⁹↓╣╠⌐╟╡ ⅜ ─ ┌ↄ

⌐ ⇔√⁹ 
ủ ─ ⅜ ⌐ ╡ ╪∞₈ ⱪ꜡◓ꜝ

ⱶ₉─ ╩ ⌐ ⇔ ╩ ⇔√⁹↓─ⱪ꜡◓ꜝⱶ╩

≤⇔≡ ה ≤ ⇔ ◦≥♃כ♦

☻♥ⱶ ⌐╟╢ ⇔™ ─ ⅜ ↕╣╢⁹ 
ủ ┘ ≤ ⇔≡

Ⱪꜝ☺ꜟ ▬ꜝfi ┘ꜝ♩ⱦ▪⅛╠ ⇔√ 28 ─ ─

╩◓fi♬כ꜠♩ ⇔ ⌂ ─√╘⌐ ⇔√⁹ 
 

 ☿fi♃כ 
ᵑ ≤⇔≡─ ╛  
ₒ 22 26 ₓ 

ה ─  
ủ ⅛╠ ⇔√ ⅜ 19 / ─ ⅛╠

38 / 22₩26 ─ ┼≤ ⌐ ⇔ ─ ⅜ ⌐

╪∞⁹ 
ủ ─ ≤⇔≡ ╙ ⅜№╢≤↕╣╢ Physical Review Letters

▬fiⱤ◒♩ⱨ□◒♃כ IF ╩ ⌐ IF ─ ╩ ∆╢≤

⌐ ∆╢ ⅜ ⅛╠ 15 22₩26 ┼≤

⇔ ─ ⅜ ⌐ ⇔√⁹ 
─  

ủ ℮∟ ℮∟

╩ ⇔ ╕√ ℮∟

ה ה ╩

↑ ╣ ─ ╩ ∫√⁹ 
─  

ủ ⱱכⱶⱭכ☺ ה ⱷ♦▫▪ YouTube MEXT♅ꜗfiⱠꜟ
─ ╩ ™√ ה ꞉כ◒◦ꜛ♇ⱪ≢─ ה

∕─ ─ ⌐ ↑√ ╩ ⌐ ╘√⁹ 
↓╣╠─ ╡ ╖⌐╟╡ ─ ≤─ Ⱡ♇♩꞉כ◒⅜

21 ─ 30 17 ⅛╠ 26 ≢ 56
33 ┼≤ ⌐ ⇔√⁹ 

ₒ 27 ₓ 
ה ─  

ủ ה ─ ⌐⅔™≡ ⅜₈A₉≤⌂∫√⁹ 
─  

ủ 27 ⅛╠♪▬♠ ⱳ☻♪◒⅜ ≤⇔≡ ⇔ ⌐

⅔™≡ ⌐╟╢ ╩ ∫√⁹ 
ủ ─ ╩╕≤╘√Activity Report─ⱱכⱶⱭכ☺┼─ ╩ √

⌐ ⇔√⁹ 
 
ᵒ ─ ╛  
ₒ 22 26 ₓ 
ủ ─ ─  
  ꜠ⱬꜟ─ ┘ ─☻Ⱨfi╩ ─ 100

─ ≢ ∆╢ ☻Ⱨfi ╩ ⇔√⁹ 
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ủ  
  ─ ╩ ⇔√ ─ ≤ ─

╩ ↕∑ ≢ ─ ╩ ∆╢ ╩ ⇔√⁹▪

ꜟ♠Ɫ▬ⱴכ ─ ─ ⌐ ⇔√⁹ 
ₒ 27 ₓ 
ủ ≤─ ⌐╟╡ כ♃כ⸗ ─

◗♬○ⱷכ♃╩ ⇔ ╩ ⇔√ ─

╩ ⌐ ↕∑√⁹ 
 

⌐ ∆╢  
 ⱨ▫כꜟ♪ ☿fi♃כ fiꜛ◦כ♥☻  

ᵑ ≤⇔≡─ ╛  
ₒ 22 26 ┘ 27 ₓ 
ủ 22 ⌐ ⅛╠ ─ ╩ ↑ ─≤

⅔╡ ≤⇔≡─ ╩ ∫√⁹ 
 

  
( ) 

H23 H24 H25 H26 H27 
ⱨ▫כꜟ♪  2 3 4  38 39 37 30 32 
─ ╩ ∆╢ ⱨ▫

♪ꜟכ  2 3 4  34 28 34 25 39 

─√╘─ ⱨ
♪ꜟכ▫  2 3 4     15 38 

─√╘─ ⱨ▫כꜟ
♪  

⌂⇔ ─
╖      27 

ⱨ▫כꜟ♪  1 1 2   6 3 3 0 
∕─   142 134 134 85 59 

 
ᵒ ─ ╛  
ₒ 22 26 ₓ 
ủ ⌐ ⅎ ⅛╠ ╕≢ ↄ ─ ╩ ™

√ ╩ ⇔≡⅝√⁹ 
ₒ 27 ₓ 
ủ ╩ ↑ ⱨ▫כꜟ♪ ⌐ ∆╢ ─ ╩ ℮ כ♃☻╩

♩↕∑ ∕─ ╩ ─ ≢ ⇔√⁹ 
 
 
 

 ⱨ▫כꜟ♪ ☿fi♃כ fiꜛ◦כ♥☻  
ᵑ ≤⇔≡─ ╛  
ₒ 22 26 ┘ 27 ₓ 
ủ 24 ⌐ ⅛╠ ─ ╩ ↑ ─≤

⅔╡ ≤⇔≡─ ╩ ∫√⁹ 
 

  
( ) 

H24 H25 H26 H27 
ⱨ▫כꜟ♪  2 3 4  18 18 18 13 

 2 4 5  3 8  13 
─ ╩

┬  2 3 4   25 13 14 

∕─   135 283 265 290 

27 ⅛╠₈ ─ ╩ ┬ ₉⌐ ⁹ 
 
ᵒ ─ ╛  
ₒ 22 26 ₓ 
ủ ≢─ ⌐ ⅎ ⅜

⇔√⁹╕√ ↄ─ ⅛╠

≢─ ╩ ↑ ╣√⁹ 
ₒ 27 ₓ 
ủ ☿Ⱶ♫כ ⱨ▫כꜟ♪ ─ University of Alberta ◌♫♄ ─

⅛╠ ─ JSPS ─

╩ ⌐ ↑ ╣√⁹ 
 

  
ᵑ ≤⇔≡─ ╛  
ₒ 22 26 ┘ 27 ₓ 
ủ 24 ⌐ ⅛╠ ─ ╩ ↑ ─≤

⅔╡ ≤⇔≡─ ╩ ∫√⁹ 
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( ) 

H22 H23 H24 H25 H26 H27 
─ ╖≤ ╩

┬  2 3 4    7 10 16 8 13 

ⱨ▫כꜟ♪  2 3 4   30 17 18 18 18 13 
ⱨ▫כꜟ♪
( ) 

1 1 ×2  
  28 26 39 42 27 

 1 1 2 ×2
  27 29 ** 29 28 24 

* 2 1 2    11 8 11 8 13 

*H26 │ ℮ ⁹** ⌐╟╡ ⁹ 
 
ᵒ ─ ╛  
ₒ 22 26 ₓ 
ủ ─ ⌂╢ ╩ ⇔ 24 ⌐│ ╩ 172
╕≢ ⇔√⁹ 170 ╩ ⅎ╢ ═ 700 ─

∆═≡─ ─ ═ 200 ─ ╩

⌐ ⇔≡⅝√⁹ ⅎ≡ ┼─ ─▪fi◔כ♩

⌐⅔™≡╙ ™ ╩ ≡™╢⁹ 
╕√ 22 ⅛╠ ╩ ╘√₈ ₉

╩ ⇔ ─ ╩╩ ה ╩ ⌐ ∫≡™╢⁹ 
ₒ 27 ₓ 
ủ ⌐╟╢ │ ☻♃♇ⱨ ─ ,

┘ ─ ⅜ ⇔ ⌐ ה ⇔≡ ⌐

╩ ⇔ ⇔√ ─▪fi◔כ♩ ⌐⅔™≡ ⅝ ⅝

™ ╩ ≡™╢⁹ 
 

ה ─  
─  

ủ ─ ה ─  
ₒ 22 26 ₓ 

 ─ ⌐ ∆╢ ⅛╠─ ┘ ─ ⇔™ ╩

╕ⅎ ╩ ⅛╠ ∆╢↓≤≤⇔ ₈

₉ ₈ ₉ ₈ ₉ ₈

₉─ ⌐ ⇔√ 26 ⁹₈ ₉⌐≈™

≡│ ה ⌐ ∆╢ ╩ ┼ ∆╢↓≤⌐╟∫≡   

╩ ⇔ ₈ ₉⌐≈™≡│

ה ╩₈ ₉⌐ ⇔≡ ה ╩ ╡

│ ה ה ה ┘ ה ╩ ≤⇔

√ ╩ ℮↓≤≤⇔√⁹ 
 ╕√ ꜟⱣכ꜡◓ ≢ ∆╢ ╩ ╢↓≤╩ ≤⇔

⌐ ∆╢ ─ ┘ ╩ ™ ꜟⱣכ꜡◓─ ╩ ∆╢√╘◓

ꜟⱣכ꜡ ╩ ⇔√⁹ 
ₒ 27 ₓ 
ꜟⱣכ꜡◓כⱤכ☻   ≤⇔≡ ⌐▪Ⱨכꜟ∆╢√╘ ◓꜡

ꜟⱣכ ╩ ⇔√⁹ 
 

─  
ủ ⌐ ↑√  
ₒ 22 26 ₓ 

─ ⌐ ↑√ ≤⇔≡ ─ ─ ≤ ⌐╟╡

─ ╩ ∫√⁹ 
─ ≤⇔≡│ 22 ─

╛ ╩ ⇔√ ─ URA
─ ╩ ™ ─ ╩ ∫≡⅝√⁹ 

─ ⌐≈™≡│ 23 ⌐↓╣╕≢─ ┼─ ╛

─ ╩ ⌐⇔√ ⌂₈ ₉╩ ⇔ 25
⌐ ─ 26 ⌐ ⌐ ≠ↄ ╩ ∫√⁹↓─

⌐ ≠ↄ ≤⇔≡ ₈ⱪ꜡◓ꜝⱶכ◙▬♫●כ○ה─ ≤ ₉₈

─ ≤ⱬfi♅ⱴכ◒ ─ ₉ ₈ ה ה

─ ⌐⅔↑╢ ─ ₉ ₈ ◦☻♥ⱶ─ ≤

ⱳכ♃ꜟ─ ₉₈▪♪Ᵽ▬◙כ◦☻♥ⱶ─ ₉╩ ∫≡⅝√⁹ 
↓╣╠─ ⌐╟╡ ─₈ fi◓ⱪ꜡◓ꜝⱶ₉▫♦כꜞ

₈ ₉ ꜟⱣכ꜡◓כⱤכ☻₈ ♃▬ⱪ A ♩

♇ⱪ ₉ ₈ ─◖fi♁כ◦▪ⱶ─ ₉ ⱪ꜡☺

▼◒♩ ⌐ →╢↓≤⅜≢⅝√⁹╕√ ─ ─

─ H22 928 ќ H26 1,134 ⌐ ⅜∫√⁹ 
ₒ 27 ₓ 

26 ⌐ ⇔√₈ ₉⌐ ≠™√ ╩ ™ ₈

─ ⌐╟╢ COC+ ₉ ⅜ ↕╣

≢│1,056 ─ ⌐ ⅜∫√⁹ 
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ủ ─  
ₒ 22 26 ₓ 

╩ ↄ⁹ ⌐≈™≡ 21 ⌐ ⇔≡

26 │ 5.7 ≤⌂∫√⁹ 
  ↓╣│ ⌐⅔™≡ ─ ╩ ∫√╒⅛

─ ─ ╩ ⇔√ ≢№╢⁹ 
ₒ 27 ₓ 

─ ─ ⌐≈™≡ ╩ ⇔ 600
─ ⅜№∫√⁹ 

↕╠⌐ ⌐≈™≡ ⱬכ☻╩ ⱬכ☻─ ⌐

∆╢⌂≥⌐╟╡ 790 ─ ⅜№∫√⁹ 
 

ה ┘ ─  
ủ ה ─  
ₒ 22 26 ₓ 

≢│ ⌐⅔↑╢ ה ╩ ⇔≡ ⇔≡⅝√⁹ ─

┘∕─ ─ ─ ┼─ ⌐

≢ⱴכ♥╢ ⌐╟╢ ╙ ⇔ ה ╩ ╡ ⇔√⁹ 
ₒ 27 ₓ 

╩ ⅎ ⌂ꜟⱣכ꜡◓ ≢─ ╩ ∫√⁹

≢ ↕╣√ ∆═⅝ ⌐ ⇔ ⅜ ⇔ ∕─ ⌐≈™

≡ ⱥ▪ꜞfi◓╩ ⇔√⁹ 
╕√ SGU ≤⇔≡ ⌂ꜟⱣכ꜡◓ ≢ ╩ ∆╢√╘⌐ SERU
Student Experience in the Research University ◖fi♁כ◦▪ⱶ ╩

⌐ ⇔ ─ ┘ ⅜ ∆╢꞉כ◒◦ꜛ♇ⱪ╩

⇔√⁹╕√ ≤ SERU ◖fi♁כ◦▪ⱶ ≤─

ה ∑╩ ™ ─ ⌐≈™≡ ╩ ∫√⁹ 
 

ủ ─  
ₒ 22 26 ₓ 

HP╩ ⌐ ⇔√ ╩ ∆╢√╘⌐ ╩ ⇔

╘ 25 ⌐│ ▪◒☿☻ ⅜ ™Ɑכ☺│∆═≡ ┘ ╩

⇔√ 300Ɑכ☺ 380Ɑכ☺ ⁹ 
ₒ 27 ₓ 

─ ╩╟╡ ⌐ ⇔ ⅛≈ ⌐≤∫≡ ™ ™

Ɑכ☺≤⌂╢╟℮ HP─♩♇ⱪⱭכ☺♦◙▬fi╩ ⇔√⁹↕╠⌐ ┼

─ ─√╘⌐ ≤⇔≡ ⅛╠─ ↑◘▬ 

♩₈Explore HU₉╩▪ꜝⱦ▪ ≢╙ ⇔√⁹╕√ 70 ─ ⌐ √∫≡

◘▬♩₈ ┌ↄ 70 ╩ ⅎ≡₉╩ ⇔ ─ ╡ ╖ ┘ ⱷ♇☿
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100 ₉ ─ ╩ ⇔ ─ꜟכꜟ ╩ ⇔√⁹ 
ủ ─ ⌂™ ╩ ≤⇔√Ⱶ♬ ₈STARTⱪ꜡◓
ꜝⱶ₉─ ╩ ⇔ ⅜ ⌐ 144 ќ208 ∆╢≤≤╙⌐

ASEAN ≤─ ≢ ꜠ⱬꜟ─ ─ ╩ ∆╢AIMS-HUⱪ꜡◓ꜝⱶ
⌐╟╢ ╣ 22 25 ╩ ⇔√⁹ 
╕√ ╩ ⇔≡ ⇔≡™╢₈ ה ₉⌐

⅔™≡ √⌐ ─ ▬fi♪ ▬fi♪Ⱡ◦▪ ⱬ♩♫ⱶ ⱴ꜠כ◦

▪ ⸗fi◗ꜟ ⅛╠─ ─ ↑ ╣╩ ⇔ ╣ ┘ ╣ ⅜

⌐ ⅛ ה 82 ќ ⅛ ה 171 ⇔√⁹ 
ₒ 27 ₓ 
ủ ─ ⇔≡™╢ ─ ╩ ╘╢√╘⌐

─♫fiⱣꜞfi◓ ─└≤≈≢№╢₈ ₉─ ⌐₈ ה

Japanese English ₉╩ ⇔√⁹↓╣⌐╟╡ ─ ╩

∆↓≤⅜≢⅝╢╟℮⌐⇔√⁹ 
◦ꜝⱣ☻─ ⌐≈™≡ 26 ⅛╠ ⇔≡ ╩ ╘ 28
⅛╠◦ꜝⱣ☻─ 100 ≤⌂╢ ╖≤⌂∫√⁹ 

כ♃כ◊◒ ⌐≈™≡ ⅛╠ ─ ─ ה ╡╕

≤╘╩ ™ ─└≤≈≤⇔≡ ≤ ⱶכ♃ ⅜

⇔⌂™╟℮ ⇔╩ ⇔√⁹╕√ 28 כ♃כ◊◒─╠⅛

⌐ ↑ ◦☻♥ⱶ─ ╩ ⇔√⁹ 
ủ 28 ↑ ─ ─ ⌐ √∫≡│ ≤∆╢

≤≤╙⌐ ₈ ⌐⅛⅛╢ ה ה ₉

╩ ⇔√⁹ 
 ∕─ 28 ↑ ─ ─ │ 100

74 /74 ⌐⌂╢≤≤╙⌐ ⱳ☻♩─℮∟ ⌐≈™≡ ─

⅛╠ ⅜№╡ ╩ ╦∏ ה ⌐ ╣√ ─ ⌐ ⅜

∫√⁹ 
ủ ₈STARTⱪ꜡◓ꜝⱶ₉⌐⅔↑╢ ⌐ √⌐♃▬╩ ⅎ╢⌂≥ ⌂╢

╩ ∫√ 208 ќ212 ⁹ 
₈ ה ₉⌐⅔™≡│ ─ ⅛╠─

╣ ╩ ╛⇔≡ ╣ ╩ ↕∑√ 171 ќ213 ⁹ 
 

₈ ─ ─ ⌐ ↑≡─ ⅎ ₉╩ ╕ⅎ√  
ủ ─●Ᵽ♫fi☻ ─ⱪ♇◦כ♄כꜞ─ ╩ ∂≡─

⌂ ─  
ₒ 25 26 ₓ 

│ 24 10 ⌐₈ ─ ⌐ ↑√ 2012₉╩ 

⇔ ⇔≡ ⌐⅔↑╢ ╩ ⇔ ⌐ ╩ ╘╢

↓≤≤⇔√ ⌐≈™≡│ ╛ ה ─ ╩◖▪ⱷfiⱣכ≤

⇔√₈ 2013 WG₉ ₈WG₉≤™℮ ╩ √⌐ ⇔ 25
⅛╠ ╩ ⇔√⁹ 

26 ⌐│ WG ─ ╛ ─ ⌐ ∆╢ ≤ ─

╩ ∆≤≤╙⌐ ╩ ╢↓≤╩ ⌐ ⱥ▪ꜞfi◓╩ ⇔

√ 300 ⁹ 
∕─ ─ⱪ♇◦כ♄כꜞ─ ─√╘─ ─ ⌐

↑√ ─ ╩ ⌐ ─ WG─ ⌐ ≈─ ᵑ 
ᵒ ᵓ ᵔ ◓꜡כⱣꜟ

ᵕ ●Ᵽ♫fi☻ ᵖ ─ ⇔ ╩ ⇔

√⁹ 
ﬞ ─ ─ ─ ╩ ╡╕≤╘ 10 ⌐

top100─ ⌐⌂╢≤™℮ ╩ ∆╢√╘─ ≤⇔≡

ꜟⱣכ꜡◓כⱤכ☻ ─ ┘∕─

╩₈ ₉≤⇔≡ ⌐ ⇔ 27 ─

≢ ⇔√⁹ 
╕√ 10 ⌐ ⅜ top100 ─ ≤⌂╢≤™℮ ╩ ∆╢ ╩

⌐∆╢√╘⌐ ─ A-KPI
Achievement-motivated Key Performance Indicators ╩ ∆╢≤≤╙⌐

⌐ )♃כ♦ 24 ┘ 25 )╩ ⇔≡

─ ─ ≤⇔≡ ⇔√⁹ 
ₒ 27 ₓ 

⌐⅔↑╢ ה ─ ה ─№╢ ╩☻כ♁ꜞ ⅛⇔√

╩ ∆╢√╘ ⌐ ─ ⌐ ₈ ה  WG₉
╩ ⇔√⁹WG≢│ ⇔≡™╢ ┘ ─ ╩ ™

⌐⅔↑╢ ה ─ ⌐ ⅜╢ ─ ╩

⇔ ┼ ⇔√⁹ 
╕√ ─ ╛Ⱶ♇◦ꜛfi─ ╩ ╕ⅎ

ה ─ ─ ⇔╩ ∆╢√╘ ⌐ ─ ⌐ ₈

ה WG₉╩ ⇔√⁹WG ≢│ ⇔≡™╢

─ ╩ ™ ⌐⅔↑╢ ה ─ ⌐

⅜╢ ─ ╩ ⇔ ┼ ⇔√⁹ 
ה ⌂ ⌐ ∫≡ ─ ╩ ∆╢√╘ 11 ⌐ ─

≤⇔≡ ╩ ≤⇔√₈ ₉╩ ⇔√⁹ 
↕╠⌐ ╩ⱪ♇◦כ♄כꜞ⅜ ⇔ ⌐ ↑√ ╩ ∆

╢√╘ IR ╩ ⇔√ ╩ ⌐ A-KPI╩ ⌐ ⇔≡ ─ 
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─ ≤⇔≡ ∆╢≤≤╙⌐ ⱳ₉│╤™₈ꜟ♃כ⌐

⅜ ─ A-KPI╩ ≢⅝╢ ╩ ⇔ ⌂╢ ┼─ ╩ ∫√⁹ 
╕√ ─ ╩ ∆╢√╘ √⌂ ≤⇔≡ ─

◄ⱨ◊כ♩╩ ─ ≢ ⇔√ ◄ⱨ◊כ♩

B-KPI Basic effort Key Performance Indicators ╩ ⇔√⁹ 
 

ủ ▬ⱡⱬכ◦ꜛfi╩ ∆╢√╘─  
ₒ 25 26 ₓ 

⅛╠▬ⱡⱬכ◦ꜛfi ╕≢ ⌂ ╩ ⌐ ⇔

─ ─ ≤⇔≡ ∆╢╟℮ ה ╛ ─

─√╘─ ◦☻♥ⱶ╩ ⌐ ⇔√⁹ 25
⌐ ▬fi◐ꜙⱬכ◦ꜛfi

26 ⌐ ▬fi◐ꜙⱬכ◦ꜛfi ╩

⇔√⁹ ה ∕╣∙╣ ⌂ ╩ ⌐ ה

⇔ ⌂ ≤⇔≡ ⌂ ╩ ∆╢√╘

≤⇔≡ ┼─ ╩ ⇔√⁹ 
ₒ 27 ₓ 

25 ─▬fi◐ꜙⱬכ◦ꜛfi ⌐⅔™≡ ⌐

⌂ ╩ ∆╢╟℮ ⌂ ╩ ⇔√⁹↕╠⌐ ⇔√

╩ ≤⇔≡ ╩ ↕∑╢√╘

⌐ ∆╢ ─ ⱨ□fi♪⌐ ⌐ ∆╢ ≤≤╙⌐

⌐ ↑≡ ≤─ ╩ ⇔√⁹ 
 
ủ ה ◦☻♥ⱶ ─  
ₒ 25 26 ₓ 
  ⌂ ─└≤≈─ ≤⇔≡ ─ ─╖⌂╠∏ ─

╛ URA ⌐ ⇔≡ ─ ⌐ ⇔√

─ ╩₈ ─ ⌐ ∆╢ ₉⌐ ≠⅝ ⇔√⁹ 
ₒ 27 ₓ 

 ─ ⌐≈™≡ ⌂╢ ─√╘ 28 ⅛╠

─ ╩ ⅛╠ ≤⇔ ─ ⌐⅔ↄ

⌐⅔™≡ ⅛╠─ ⌂ ╩ ℮↓≤≤⇔√⁹ 
╕√ ה ◦☻♥ⱶ─ ─ ≤⇔≡₈◒꜡☻▪ⱳ▬fi♩ⱷfi♩

₉╩ ⇔ ─ ⌐ ⇔√⁹↕╠⌐ ⌐≈™≡ ₈

⌐⅔↑╢ ─ ─ ₉─ ⇔╩ ╕ⅎ ₈ ⌐ ∆╢

⇔ ≡ ₉╩ ⇔ ─ ╩ ⇔√⁹∕─

26 ⌐ 36 ℮∟ ≢№∫√ │ 27  

≢ 117 ℮∟ 28 ⌐ ⇔√⁹ 
 
ủ ₈Ⱶ♇◦ꜛfi─ ₉╩ ∂≡ ─ ∆╢ ⌂ ╩ ╠

⅛⌐∆╢ ⌂ ─  
ₒ ₓ 

 
ₒ 25 26 ₓ 
ủ 28 ─ ⌐ ↑≡ ┼─ ╩ ╘╢≤≤╙

⌐ ◌ꜞ◐ꜙꜝⱶ ⌐≈™≡ ─ ≤ ה ⇔≡

╩ ╘√⁹ 
ₒ 27 ₓ 
ủ ─ ╩ ↑ 28 ─ ⌐ ↑≡ ╩ ⅎ√⁹ 
 

 
ₒ 25 26 ₓ 
ủ ה ≤ ⇔≡ ∫≡™╢

(HICARE)─ ≤⇔≡ ─ ─ ╩ ⇔ ⌂ ─

⌐ ╘√⁹ ◄Ⱡꜟ◑הכ NEDO ─₈
╩ ∆╢ ─ⱶ♥☻◦ה ₉⌐ⱪ꜡☺▼◒♩₈

≤ ─ ╩ ∆╢☻ⱴכ♩ ─ ₉

⅜ 26 ⌐ ↕╣√⁹ ─ ┘ ─▬ⱡⱬכ◦ꜛ

fi ╩ ⇔ ─ ╛ ╩ ℮√╘ 27 ⌐

╩₈ ☿fi♃₉כ⌐ ⇔ ─

╩ ∫√⁹ 
ₒ 27 ₓ 
ủ ─ ╩ ™ ⌐ ∆╢ IPE

─ ⱪ꜡◓ꜝⱶ╩ ⇔√⁹╕√

⌐⅔™≡ 20 ─ ⅜ ≢ ⇔ ↕╠⌐ ─ ╩

∫√⁹₈ ⱪ꜡☺▼◒♩ ☿fi♃₉כ ₈ ┌ↄ⌐ ≢⅝╢

₉ ₈ ⱪ꜡☺▼◒♩₉⌐⅔™≡ ∕╣∙╣

╩ ∆╢≤≤╙⌐ ⌐ ↑≡ ─ ─√╘─

Ᵽfi◒ ╩ ╘√⁹ COI STREAM₈ ▬ⱡⱬכ◦ꜛfi

₉≢│ ─ ⱷ◌♬☼ⱶ ╩ ⇔≡ ─ ─

⌂ ⌐⅔™≡ ╩ ⇔√⁹ 
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ₒ 25 26 ₓ 
ủ 25 ⌐ ECBO ▬fi♃כfi◦♇ⱪⱪ꜡◓ꜝⱶ ≤

⇔≡JASSO ─ ╩ ⇔≡ 20 ╩ ⇔ ≤

─ ≢ ─ 15 ╩ ⇔√⁹╕√ ☻ꜝⱣꜘ

ⱪ꜡◓ꜝⱶ≤─ ≢ ∆╢⌂≥♄Ⱪꜟכꜞ◓▫♦ה ╙

⇔ ₈ ╙─≠ↄ╡◓꜡כⱣꜟ ₉─ ╙ ™

⌐ ╩ →≡⅝≡™╢⁹ 
ủ ╩ ∆╢ ⱪ꜡◓ꜝⱶ(JSPS)╩ ⇔

Ᵽ▬○♥◒ⱡ꜡☺כ ╩∕╣∙╣ ⱢכⱣכ♪

⌐ ꜟⱣכ꜡◓⇔ ⌐ ╩ →√⁹ 
ủ ₈ ₉╩ ⇔ ─ ⅛╠ 16 ─ ╩ ↑ ╣

♫ⱡ♦Ᵽ▬☻הⱣ▬○ ⱶ⌐⅔™≡₈LSIכꜟfiכꜞ◒כⱤכ☻─
₉╩ ⇔ ─ ⌐ ⇔√⁹ 

ủ Ᵽ▬○♥◒ⱡ꜡☺כ ≢│ ⌐ 75 ─ ℮∟ │ IF
⅜ 5.0 ─ ╩ ⇔ ™꜠ⱬꜟ─ ╩ ⌐ ⇔√⁹╕√

כ☺꜡ⱡ♥◒ⱡ♫ה ⌐⅔↑╢ JST,
♫ⱡ♥◒ⱡ꜡☺כⱪꜝ♇♩ⱨ◊כⱶⱪ꜡☺▼◒♩ ╩ ⌐ ∆╢≤≤╙

⌐ ╛ ⱷכ◌כ≤─ ╩ ⇔ ─ ⌐

⇔√⁹↕╠⌐ ◄Ⱡꜟ◑כ ≢│ ▪fi⸗♬▪╩◄Ⱡꜟ◑כ ה

≤⇔≡ ∆╢ ╩ JST ─
─ⱪ꜡☺▼◒♩≤⇔≡ ⇔ ⌐ ≢⅝╢ ╩ →√⁹ 

ₒ 27 ₓ 
ủ Ᵽ▬○♥◒ⱡ꜡☺כ ≢│ ⌐ 80 ─ ╩ ⇔ ℮∟

│ IF⅜ 5.0 ─ ™꜠ⱬꜟ─ ╩ ⌐ ⇔√⁹╕√ ◄

Ⱡꜟ◑כ◐ꜗꜞ▪ ≢│ fiꜛ◦כⱡⱬ▬ה ─ SIP
▬ⱡⱬכ◦ꜛfi ⱪ꜡◓ꜝⱶ ⌐⅔™≡ fiꜛ◦כ♥☻ ▪fi⸗♬▪

ה ◦☻♥ⱶ─ ┘▪fi⸗♬▪ ─ ╩ ™

⌐ ≢⅝╢ ╩ √⁹ 
ủ ₈ ₉╩ ⇔ ─ ⅛╠ ─ ╩ ↑ ╣

♫ⱡ♦Ᵽ▬☻הⱣ▬○ ⱶ⌐⅔™≡₈LSIכꜟfiכꜞ◒כⱤכ☻─
₉╩ ⇔ ─ ⌐ ⇔√⁹ 

ủ ─ ⌐ ≢⅝╢ ╩ ⌐ ⇔√ 20 ⁹ 
ủ ₈ ₉╩ 27 ⌐ ⇔√⁹ 
╕√ 27 ⌐ √⌂ ≤⌂╢₈◖ⱬꜟ◖

₉╩ ⇔√⁹ 
 

ₒ ₓ 
 

ₒ 25 26 ₓ 
ủ ▬fi♪Ⱡ◦▪ ▬fi♪Ⱡ◦▪ ⱱכ♅Ⱶfi

◘fiⱤ►꜡ ה ─ ─

≤─ ╩ ╘ ─ ה ⌐ ∆╢ ה ╩ ℮⌂≥⇔√⁹↓╣

╩ ↑≡▬fi♪Ⱡ◦▪ ⅛╠ ─ ⅜

⌐ ⇔√⁹ 
ₒ 27 ₓ 
ủ ╛ ─ ┼─

⌐ ∆╢ ╩ ⇔ ₈ ה ⱪ꜡◓ꜝⱶ(HU-JSⱪ꜡◓ꜝⱶ)₉
─ ∟ →─√╘ ≤ ⇔≡ ╩ ╘╢⌂≥ ─

⌐ ╩ ↄ⇔√⁹◄☺ⱪ♩─◌▬꜡ ⌐ₐ│∞⇔─◕fiₑ▪ꜝⱦ▪

─ ╩ ⇔√─╙∕─ ≢№╢⁹ 
 

 
ₒ 25 26 ₓ 
ủ ה ꜟⱣכ꜡◓─ ┼─ ─ ╩ ╕ⅎ ꜟⱣכ꜡◓ ⌐

╘╠╣╢ ה ╩ ∆╢ ╩ ≈ ╩ ∆╢√╘ ꜟⱣכ꜡◓

ⱪ꜡◓ꜝⱶ─ ⌐ ↑≡◌ꜞ◐ꜙꜝⱶה ─ ╩ ╘√⁹ 
ủ ≢│ ≤─ ╩ 21 ⅛╠ ⌐ ⇔

≡⅝≡⅔╡ ⌐ ─ ╩ ↕∑ ╩ ∫√⁹╕√

26 │ ♃▬ ─♅ꜙꜝ꜡fi◖fi ─

◦fi●ⱳכꜟ─◦fi●ⱳכꜟ ┘ ≢

☿Ⱶ♫כ╩ ∆╢≤≤╙⌐ ⌐╟╢▪☺▪╩ ≤⇔√

⌐ ∆╢ ⌂ ╩ ∫√⁹ 
ₒ 27 ₓ 
ủ ─ ╩ ↑ 28 ─ ⌐ ↑≡ ╩ ⇔√◌

ꜞ◐ꜙꜝⱶ ╩ ╘√⁹ 
ủ ≢│ ⅝ ⅝ ─ ◦fi●ⱳכꜟ

≢ ☿Ⱶ♫כ╩ ⇔ ╕√ ⌐╟╢▪☺▪╩ ≤⇔√

⌐ ∆╢ ⌂ ╩ ∫√⁹↕╠⌐ 28 ╟╡ ﬞ

◦fi●ⱳכꜟ─ ⅛╠ ╩ ≤⇔≡ ⅎ ╩ ℮

╩ ∫√⁹ 
ủ ≢│ ⅝ ⅝ ה ⌐ ∆╢ ┘⌐

⌂ ╩ ™ ∕─ ╩ ◦fiⱳ☺►ⱶ

┘ ⌐⅔™≡ ⇔√⁹╕√ ⱷꜟⱲꜟfi ─ ≤  
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⌐≈™≡ ╩ ⇔≡ ∫√⁹ 
 

 
ₒ 25 26 ₓ 
ủ ─ ≢│ ⌐⅔™≡ 25 ⌐ ה ה ─

≈─ ╩ ⇔√ ⱪ꜡◓ꜝⱶ ⱪ꜡◓ꜝⱶ ≤⇔√⁹

╕√ ≢│ ה ה ─ ─ ┘ ⅛╠ ↕╣╢

─ 21 ⱪ꜡☺▼◒♩ ╩ ⇔ ∕─ ⌐╟╢ ⅜

≠ↄ╡ ┘ ─ ≈─

╩ ⇔√⁹╕√ 26 ⌐ ⇔√ ⌐ ⇔√ ─

⌐ ⅜ ⇔ ה ╩ ∫√⁹ 
ủ ≈─ ⱪ꜡◓ꜝⱶ₈ ⱪ꜡◓ꜝⱶ₉₈

כ♄כꜞ ⱪ꜡◓ꜝⱶ₉₈◙fiⱦ▪ ⱪ꜡◓ꜝⱶ₉₈i-ECBO
ⱪ꜡◓ꜝⱶ₉⌐ ⅎ≡ ─ ה ≤ ⇔√

≈─ ⱪ꜡◓ꜝⱶ╩ ∆╢≤≤╙⌐ ─ ⌐ ⇔≡

─ ≢─ⱨ▫כꜟ♪꞉כ◒ ▬fi♃כfi◦♇ⱪ ─√╘─

╩ ™ ꜟⱣכ꜡◓ ⌐ ╡ ╪∞⁹ 
ₒ 27 ₓ 
ủ eⱳכ♩ⱨ◊ꜞ○╩ ⇔ ⅝╘ ⅛™ ─ ה ╩ ⅎ ♃

ⱶכ ─ ╩╘←╢FD 62 ╛ ≢

≤ ⇔≡ ⌐ ╡ ╪∞⁹╕√ ☿fi♃כ⌐⅔↑

╢ ⱪ꜡☺▼◒♩─ ꜟⱣכ꜡◓₈≡⇔≥↑ ⌐⅔↑╢ꜞ☻◒─

₉╩ ∟ →  ═ 120 ╩ ⇔√⁹ 
ủ ⌐₈ כ♄כꜞ ⱪ꜡◓ꜝⱶ GELs ⱪ꜡◓ꜝⱶ ₉

╩ ⇔ ─ ╩ ╘√⁹╕√ ▬fi♪Ⱡ◦▪

⌐╟╡ ꜞfi◔כ☺ⱪ꜡◓ꜝⱶ ♄Ⱪꜟכꜞ◓▫♦ה ╩ ⇔ ▬

fi♪Ⱡ◦▪ ┘ ⌐⅔™≡ ⌐ ╦╢ ╩ ⌐

┘ ─ ⱪ꜡◓ꜝⱶ╩ ⇔√ 27 ⁹
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    編入学定員の廃止（２年次定員の廃止，５人→０人） 
【12】 
②（23年度に完結した計画であるため，
27 年度には対応する計画なし。） 

－ 
（平成 27年度の実施状況） 

【12】② 
  

【12】 
③全学的な教育研究組織の再編
成等を見据え，柔軟かつ最適な
教育研究体制を構築するととも
に，本学における生命・生物系
の特長・実績のある教育研究リ
ソースを活かした教育研究組織
の整備に向けた調査を行う。 

 

Ⅲ 

 （平成 22～26年度の実施状況概略） 
（27年度に追加した新規の計画であるため，22～26年度には対応する実施状況

なし。） 

  

【12】 
③本学における生命・生物系の特長・実
績のある教育研究リソースを活かした教
育研究組織の整備に向けた調査を行う。 Ⅲ 

（平成 27年度の実施状況） 
【12】③ 
学長の下に「生命・生物系分野強化検討 WG」を設置し，国外２大学及び国内

９大学の訪問調査を行い，当該調査結果を踏まえ，本学における生命・生物系

分野の機能強化に繋がる教育研究組織の整備案を策定した。 

 

【12】 
④教育研究の学際化・融合等や
地域への人材養成に対応した共
同又は連携大学院を設置する。 

 

Ⅲ 

 （平成 22～26年度の実施状況概略） 
 平成 22年度から３大学（広島大学，広島市立大学，広島工業大学）連携によ

る「情報医工学プログラム」による教育プログラムを開講し，平成 25 年度から

は，広島国際大学を加えた４大学で「情報医工学プログラム」を発展させた「臨

床情報医工学プログラム」による教育プログラムを開講した。 
４大学連携事業プログラム評価委員会における平成 25 年度の検証結果，企業

と連携した連携大学院を設置することとし，平成 27 年度後期からの設置に向

け，医歯薬保健学研究科と「教育研究協力に関する協定」を締結しているマツ

ダ（株）と具体的な授業科目等について検討を行った。 

  

【12】 
④連携大学院を設置する。 

Ⅲ 

（平成 27年度の実施状況） 
【12】④ 
医歯薬保健学研究科に，企業と連携した連携大学院として，マツダ（株）技

術研究所との連携講座を設置し，平成 27 年度後期から医工連携を目的とした

「医工学イノベーション特論」を開講した。その成果については，学生アンケ

ートの結果，異分野融合の重要性，問題解決のプロセスについて理解ができた

とのことであった。 

 

 【13】 
【弾力的な管理運営体制の構築
に関する目標を達成するための
措置】 
①部局運営支援体制を強化する 

 

Ⅲ 

 （平成 22～26年度の実施状況概略） 
全学運営支援体制の見直しについて検討を行い，理事室等・東広島地区運営

支援部・霞地区運営支援部及び病院運営支援部の４組織に再編する案を平成 26
年２月に策定し，役員会で承認後，平成 26年６月に実施した。また，これに伴

い，財務・総務室の再編，部局における共通業務・類似業務を集約し，標準化

・効率化するため，東広島地区運営支援部に共通事務室を設置し，財務関係事

務を移行した。 
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【13】 
【弾力的な管理運営体制の構築に関する
目標を達成するための措置】 
①部局運営体制を強化するため，職員の
専門性を高めるとともに，教育研究組織
の在り方に沿って，部局運営支援組織の
見直しを行う。 

Ⅲ 

（平成 27年度の実施状況） 
【13】① 
 部局運営体制を強化するため，学生支援教職員研修会，会計基準勉強会及び

人事担当職員基礎研修など，職員の専門性を高める研修等を開催した。 
 また，平成 26年６月に部局における共通業務・類似業務を集約して共通事務

室を設置。その後も業務の標準化・効率化を図るため見直しを行い，適正な職

員の配置を行った。 

 

【13】 
②各部局における教員の人件費
管理は，員数方式から金額方式
に見直しを行う。 

 

Ⅲ 

 （平成 22～26年度の実施状況概略） 

 平成 22 年度以降の部局における教員の人員配分は，「平成 22年度以降の教

員の人員配分の基本方針」を踏まえ員数方式から金額方式（職名ごとの平均人

件費を換算したポイント制）に見直し，毎年度２％を削減。このうち１％を人

件費削減分に充当し，１％を全学調整分として，新たな教育組織への対応や女

性教員採用支援分等に戦略的に活用した。 

  

【13】 
②（23年度に完結した計画であるため，
27 年度には対応する計画なし。） 

－ 
（平成 27年度の実施状況） 
【13】② 

 

【13】 
③学長裁量経費分の増額など学
内予算配分方法の見直しを行
う。 

 
 
 

Ⅲ 

 （平成 22～26年度の実施状況概略） 

第２期中期目標期間を通した教育研究の計画的な実施のため，厳しい財政状

況の中でも，基盤的経費（基盤教育費，基盤研究費）の積算単価は減額せず，

同額を確保した。 
また，第２期中期目標期間の複数年度にわたる事業等を想定した中期的な財

政状況を考慮して，学長裁量経費のほか，従来，各々の予算枠内で執行されて

きた学内の共通財源（営繕経費，教育研究設備費）を平成 23年度から「特別事

業経費」として集約し，一体的に管理した上で，学長のリーダーシップによる

事業実施や全学的な教育研究環境整備事業等，第２期中期目標期間内に想定さ

れる事業へ弾力的・機動的に使用した。 

  

【13】 
③（24年度に完結した計画であるため，
27 年度には対応する計画なし。） 

－ 
（平成 27年度の実施状況） 
【13】③ 

 

 【14】 
【優秀な人材の獲得に関する目
標を達成するための措置】 
①教育，研究，医療活動，社会
貢献及び大学運営の各分野にお
いて評価を行い，その評価結果
に応じた処遇を充実・強化する。 

 

Ⅲ 

 
 

（平成 22～26年度の実施状況概略） 
 間接経費の配分割合見直しによる財源の確保を踏まえ，報奨金の支給又は研

究費の配分を行う基準を策定するとともに，平成 23年度末（人数 126人，総額

1,735 万円）及び平成 24年度末（人数 130 人，総額 1,850万円）に外部資金獲

得者に対するインセンティブの付与を実施し，業績に応じた処遇の充実・強化

を行った。 

  

【14】 
【優秀な人材の獲得に関する目標を達成
するための措置】 
①（24年度に完結した計画であるため，
27 年度には対応する計画なし。） 

－ 

（平成 27年度の実施状況） 
【14】① 
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【14】 
②多様な人材を確保するため，
人事・給与システムの弾力化に
取り組む。特に年俸制について
は，適切な業績評価体制の構築
を前提に，退職金に係る運営費
交付金の積算対象となる教員に
ついて年俸制導入等に関する計
画に基づき促進する。 

 

Ⅲ 

 （平成 22～26年度の実施状況概略） 

（27年度に追加した新規の計画であるため，22～26年度には対応する実施状況

なし。） 

  

【14】 
②人事・給与システムの弾力化及び適切
な業績評価体制の構築に取り組むととも
に，年俸制導入等に関する計画に基づき，
年俸制の適用を促進する。 
 
 

Ⅲ 

（平成 27年度の実施状況） 
【14】② 
人事・給与システムの弾力化の一環として「クロスアポイントメント制度」

を導入し，２人の教員に適用した。 
 年俸制については，適切な業績評価の実施に向けて，「広島大学における教

員の個人評価の基本方針」の見直しを踏まえ，「評価結果に対する不服申し立

て体制」を構築した。併せて，年俸制適用教員の導入を促進し，平成 26 年度末

に 36人（うち外国人６人）であった年俸制適用教員は，平成 27年度末現在で

117人（うち外国人 28 人）に増加した。 

 

【14】 
③40 歳未満の優秀な若手教員
の活躍の場を全学的に拡大し，
教育研究を活性化するため，若
手教員の雇用に関する計画に基
づき，退職金に係る運営費交付
金の積算対象となる教員として
の雇用を，当該計画に示した比
率程度となるよう促進する。 

 

Ⅲ 

 （平成 22～26年度の実施状況概略） 

（27年度に追加した新規の計画であるため，22～26年度には対応する実施状況

なし。） 

  

【14】 
③若手教員の雇用に関する計画に基づ
き，退職金に係る運営費交付金の積算対
象となる教員としての雇用を，当該計画
に示した比率程度となるよう促進する。 
 
 

Ⅲ 

（平成 27年度の実施状況） 
【14】③  
教育研究の活性化のため，「全学調整分による採用」，「科学技術人材育成

のコンソーシアムの構築事業」，「国立大学改革強化推進補助金（特定支援型）」

を活用して，若手教員（40 歳未満）の雇用を促進した。その結果，平成 27 年

度末の若手教員比率は目標値である 18％程度となった。 

 

【14】 
④新人材育成基本方針に基づき
人材養成を行う。 

 
 

Ⅲ 

 （平成 22～26年度の実施状況概略） 

学生が修学に，教員が教育，研究，社会貢献及び医療活動により従事できる

環境を提供できるよう職員全体の能力向上を図るため，平成 24年度に，職員像，

キャリアパス，採用方法等について検討を行い，「新人材育成基本方針（一部

見直し）」を取りまとめた。本方針に基づき，職員に共通的に必要となる共通

能力項目（マインド・知識・スキル）の策定及びそれら能力項目に応じた研修

の実施により職員を育成するとともに，人材群を総合企画職と専門職に見直し，

専門職として「高度専門職，専門員，専門職員」に区分した（平成 26 年度：高

度専門職３人，専門員２人，専門職員５人）。併せて，就活ナビ「リクナビ」

を活用した本学独自の採用試験等を実施し，外国語に長けた者，外国籍の者，

URA等，専門性を備えた優秀で多様な人材を獲得した。 
 また，平成 26年度に新人材育成基本方針の更なる着実な実施のために「職員

人材育成計画」を策定した。 

  

【14】 
④新人材育成基本方針に基づく各キャリ
アパスを必要に応じて改善・充実する。 Ⅲ 

（平成 27年度の実施状況） 
【14】④ 
職員人材育成計画に基づき，職員の職務遂行力向上のため，各部署における

業務内容及び必要となる知識・スキルを明文化した「業務知識・スキル一覧」
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を作成し，OJT，異動時の引き継ぎ，個人目標の設定等に活用し，職員の能力向

上を図った。 
 また，異動サイクル，昇任基準等を含めたキャリアパス図を作成するととも

に，若手職員の業務意識及びモチベーション向上の観点から，直近３期の人事

評価を活用する「主任昇任の早期化」及びグループリーダー級職員資格試験へ

の「自己推薦方式」の導入を実施した。 
 【15】 
【男女共同参画の推進に関する
目標を達成するための措置】 
①仕事と生活が両立できる多様
な制度を整備・充実し，それを
活用しやすい環境を創出する。 

 

Ⅲ 

 （平成 22～26年度の実施状況概略） 
 平成 22 年度に中国地方の大学としては初めて次世代育成支援対策推進法に

基づく「2010年認定事業主」の認定を受けた。その後，仕事と生活が両立でき

る多様な制度の整備・充実及びそれを活用しやすい環境の創出を目的として，

「第２期行動計画（H22.４.１～H26.９.30）」を策定し，小学校の長期休業中

における学童保育実施，待機乳幼児の解消を目的とした学内保育室の設置，病

後児保育施設の利用料補助，女性職員だけでなく男性職員も対象にした各種セ

ミナーの開催，職員へのヒアリングを踏まえた育児部分休業制度の上限時間及

び取得単位の見直し等により，同計画の目標をすべて達成し，平成 26 年度に

「2014年認定事業主」として認定を受けた。 

  

【15】 
①仕事と生活が両立できる多様な制度を
継続的に整備・充実する。また，制度の
活用状況調査の結果を踏まえ，更に制度
を活用しやすい環境を整備する。 
 
 

Ⅲ 

（平成 27年度の実施状況） 
【15】① 
仕事と家庭の両立支援制度の利用環境，利用する際の問題点を把握するため，

育児休業等を取得した職員及び当該職員の管理者を対象にアンケートとヒアリ

ングを実施した。それら結果を踏まえ，柔軟な勤務形態が可能となるよう１月

以内の変形労働時間制の対象者の拡大及び時差出勤の時間幅の拡大について検

討を行い，平成 28年度から実施することとした。また，育児休業取得中の職員

に対する研修機会提供の観点から，希望する職員に対して，勤務時間外に行う

スキル開発研修（e ラーニングライブラリ等）について情報提供を開始した。 

 

【15】 
②女性教員割合を１４％程度に
するとともに，女性管理職の割
合を高くする。 

 
 
 
 

Ⅳ 

 （平成 22～26年度の実施状況概略） 

 大学における男女の対等な参画をより一層推進するため，教員公募文書に「業

績・評価が同等と認められた場合は女性を採用する」旨を記載し，ポジティブ

アクション（業績・評価が同等と認められた場合は女性を採用）を推進すると

ともに，人件費ポイントの全学調整分（女性教員採用支援分）を活用し，積極

的に女性教員を採用した。これらの取組の結果，女性教員の割合は平成 27年３

月１日現在で 15.5％となり，中期計画に掲げた目標値を上回った。 
 女性管理職については，平成 22年度に「意思決定の場に両性の意見を反映さ

せる仕組みの導入について」＜提言＞を作成し，「教育研究評議会等への女性

委員参画」や「事務系職員の女性管理職増加」等を学長に提言するとともに，

部局長等の集まる全学会議において周知した。これらの継続的な取組により，

女性管理職の割合は，平成 22 年度の 7.6％（８人）から平成 26 年度には 10.3
％（12人）へと増加した。 
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加した。【計画番号 14②】 
 
○ 男女共同参画の推進 
【平成 22～26 事業年度】 

平成 22 年度に中国地方の大学としては初めて次世代育成支援対策推進法に基

づく「2010 年認定事業主」の認定を受けた。その後，「第２期行動計画（H22.
４.１～H26.９.30）」を策定し，小学校の長期休業中における学童保育実施，待

機乳幼児の解消を目的とした学内保育室の設置，病後児保育施設の利用料補助，

職員へのヒアリングを踏まえた育児部分休業制度の上限時間及び取得単位の見

直し等により，同計画の目標をすべて達成し，平成 26 年度に「2014 年認定事業

主」として認定を受けた。 
 教員公募におけるポジティブアクションの推進，人件費ポイントの全学調整分

（女性教員採用支援分）の活用等により，女性教員の割合は平成 27 年３月１日

現在で 15.5％となり，中期計画に掲げた目標を上回った。 
 また，女性管理職については，平成 22 年度に「意思決定の場に両性の意見を

反映させる仕組みの導入について」＜提言＞を作成し，「教育研究評議会等への

女性委員参画」や「事務系職員の女性管理職増加」等の継続的な取組により，7.6
％（平成 22 年度）から 10.3％（平成 26年度）へと増加した。【計画番号 15】 

【平成 27事業年度】 
教員公募におけるポジティブアクションの推進，人件費ポイントの全学調整分

（女性教員採用支援分）の活用等の継続的な実施により，女性教員の割合は平成

28 年３月１日現在で 16.0％となり，中期計画を上回った。 
また，育児休業取得中の職員に対する研修機会提供の観点から，希望する職員

に対して，勤務時間外に行うスキル開発研修（eラーニングライブラリ等）につ

いて情報提供を開始した。【計画番号 15】 
 
 
２．共通の観点に係る取組状況 
 
○ 戦略的・効果的な資源配分，業務運営の効率化を図っているか 
【教員の人員配分】 

教員の人員配分については，『「平成 22 年度以降の教員の人員配分の基本方

針」の平成 25年度以降の運用（平成 24年 10月 30日役員会承認）』を踏まえ引

き続き金額方式（職名ごとの平均人件費を換算したポイント制）とし，毎年２％

を削減。このうち，１％を人件費削減分に充当し，１％を全学調整分として，従

前の新たな教育組織等への対応や女性教員採用支援への活用に加え，平成 26 年

度から外国人教員採用支援分，平成 27 年度から若手研究者支援分を追加し戦略 

的に活用した。また，平成 28 年度からは，更なる教育研究力強化のため，教員の

人件費管理を部局等単位から全学一元管理とし，学長の下におく人事委員会にお

いて，全学的観点からの戦略的な人員配置を行うこととした。 
【職員の人員配分】 
  職員の人員配分についても，平成 25年度以降，全学的視点に立った適切かつ効

率的な人件費管理及び戦略的な学内配分を行うため，員数方式から金額方式への

見直しを実施し，毎年 1.5％を削減。このうち，１％を人件費削減分に充当し，0.5
％を全学調整分として，ガバナンス，広報，研究支援及びグローバル化推進等の

体制強化へ戦略的に活用した。 
【学長等裁量予算】  

本学では，学長等裁量予算として，平成 22 年度は「学長裁量経費」，平成 23
年度から「特別事業経費」を設定している。運営費交付金の削減等，厳しい財政

状況においても，管理的経費の削減等により，これら戦略的活用財源の確保に努

めている。平成 23 年度から設けた「特別事業経費」は，第２期中期目標期間の複

数年度にわたる事業等を想定するとともに，中期的な財政状況の分析を行い，学

長裁量経費のほか，従来，各々の予算枠内で執行が検討されてきた学内の共通財

源（教育研究設備費，営繕経費）を集約したものである。その全体を学長のリー

ダーシップに基づいて配分決定を行う裁量的経費と位置付けることで，重点事業

に対して，更に戦略的かつ機動的な予算配分が可能となった。 
平成 25 年度から平成 27 年度においては，東千田未来創生センター整備等の複

数年度にわたるキャンパス整備事業，外部資金獲得に向けた取組みや外部資金事

業継続支援等，学長リーダーシップの下，第２期中期目標期間における重要課題

に対して予算配分を行った。 
【業務運営の効率化】 

平成 25年度は，広島地区（霞地区及び東千田地区）キャンパスの運営支援体制

について，平成 26 年度の見直しに向けた検討を行った。 
平成 26年度は，理事室等，東広島地区運営支援部，霞地区運営支援部及び病院

運営支援部の４組織に再編，また，財務・総務室の再編，部局における共通業務

・類似業務を集約し，標準化・効率化するため，東広島地区運営支援部に共通事

務室を設置し，財務関係業務を移行した。 
平成 27 年度には，東千田未来創生センターの平成 28 年 4 月設置に伴い，副理

事（東千田未来創生センター担当）を平成 27 年 12月に配置した。 
 
○ 外部有識者の積極的活用が図られているか 
  平成 25～27 事業年度においては，経営協議会を 15 回開催し，中期目標，中期

計画，年度計画，予算・決算等，本学の経営に関する重要事項を審議した。 
学外委員から提案のあった意見の法人運営への対応状況を，対応済みとした年 
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度ごとに区分し，経営協議会議事録とともに HPに掲載した。 
 
○ 監査機能の充実が図られているか 

契約事務の適切な実務及び契約事務における相互牽制の確立を確保するため，

学外委員３人を含めた「物品・役務等契約監視委員会」を設置し，平成 27 年度

に第１回委員会を開催した。 
 

 
【平成 26年度評価における課題に対する対応】 
○ 学生収容定員の充足率が 90％を満たさなかったことに対する対応状況 

（法務研究科 法務専攻） 
志願者及び受験者の増加を図るためには，司法試験合格率の向上が不可欠であ

ることから，その向上を目指して，平成 26 年度から統合教育プログラムを導入

し，学習コーチング型の指導に徹するなど，教育方法の改善を実施しているとこ

ろであり，平成 27 年度の合格率は約 5.4 ポイント向上したので，更に継続的に

実施したい。 
また，入学辞退を防止するため，合格発表後に改めて合格者に対する入学前ガ

イダンスを実施したり，合格者に対する主要科目の通信添削指導を行うほか，合

格発表直後に合格者との個別面談を実施して入学するよう個別に説得するなど，

できる限りの辞退防止措置を講じている。さらに，入学試験の時期，回数，実施

場所等を再検討し，また，試験負担を軽減して受験し易くすることによって受験

者の増加を図り，入学者の確保に努めているが，今後，入学者確保が一層困難に

なると予想されることを踏まえ，平成 28 年度の入学定員については，約 45％の

削減（36 人→20人）を行うこととした。 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

  









      

- 37 - 

た場合には，部局等の裁量によって教育研究環境を充実させたほか，光熱水料

削減に向けた取組（LED照明や省エネ空調への更新）を促進させた。 
 【18】 

【人件費以外の経費の削減】 
契約方法及び業務の外部委託等の見直

しを不断に行い，毎年度予算で設定する
節減目標を踏まえて，管理的経費（光熱
水料，通信費，施設維持管理費等）を効
率的に執行する。また，平成２２年度に
構築した節減目標以上の節減に対するイ
ンセンティブが働くシステムを継続す
る。 

Ⅲ 

（平成 27年度の実施状況） 
【18】 
契約方法や業務実施方法の見直しにより，外部委託としていた構内の巡回，

交通整理等の昼間警備業務について，人員を直接雇用し，警備業務のほかにも

環境整備業務も含めた幅広い業務の実施【約 600万円/年】，非感染性廃棄物処

理業務の契約単価の見直し【約 570万円/年】，個別に契約していたキャンパス

間の学内連絡便業務と図書資料搬送業務の契約一本化【約 220万円/年】，学内

宿泊施設における清掃委託業務の内部化【約 60万円/年】等，経費削減等に繋

げた。 
 また，部局に配分した光熱水料予算（11.8億円）について，節約によって残

額が生じた場合には，翌年度に部局予算として活用可能なスキームを継続した。 

 

  
ウェイト小計 
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○ 財務情報の分析を行い，その分析結果を大学運営の改善に活用しているか 
第１期中期目標期間終了後，予算科目別・部局別に蓄積された財務関係データ

を基に，分析・課題の洗い出しを行い，平成 22 年度以降の管理的経費予算を対

前年度△1.5％，平成 25年度以降は対前年度△5.0％とした予算統制を実施した。

その結果，管理的経費（病院分を除く。）が，平成 27 年度決算では，第１期中

期目標期間最終年度の平成 21 年度決算額に対して△5.8 億円となった。また，

中期目標期間中の「増収」・「経費削減」・「システム改革」の観点から本学の

財務強化に向けて検討事項の整理を行った。これらを基礎として，平成 24 年度

には，「財務強化検討 WG」 において，重点的に取り組むべき課題を整理し，財

務強化のための行動計画として取りまとめ，平成 25 年度から自動販売機の設置

に伴う土地・建物貸付について，それまでの設置面積当たりの貸付ではなく，売

り上げに応じた貸付料とする契約に変更し入札を実施した結果，平成 27 年度は

約 2,200 万円の収入を得た。 
さらに，平成 25 年度に設置した「行動計画 2013 策定 WG」において，継続し

て検討を行い，外部委託業務の見直しの観点から，構内の巡回等の昼間警備委託

業務について，人員を直接雇用した結果，年間約 600万円の削減効果があった。 
また，第２期中期目標期間中，霞地区において診療棟の建設等をはじめとする

再開発を進めており，これに起因する固定資産の取得による減価償却費や長期借

入金の増加等による損益分析を行い，一過性の現象と分析している。 
 
○ 継続的・安定的な病院運営のために必要な取組がなされているか 

病院においては，医療行為に関するすべての諸経費の原価管理と収入評価を行

い，問題点を検証することにより，在庫縮小，経費節減，収入増を推進し，安定

した病院運営を行っている。 
 ・ 国立大学病院管理会計システム（HOMAS）を活用して月別の診療科別原価計

算，部門別原価計算を行い，対前年同月比で医業利益の増減が大きい診療科に

ついては，要因分析を行っている。なお，原価計算に基づく分析結果等につい

て，より現場で活用しやすい資料を提供するため，原価計算をベースとした経

営支援ツールとして，新たに経営支援システム／メディカル・コード（MC）を

導入した。これにより，原価データをベースに DPC別等の分析を行うための初

期設定及び HOMASとの整合確認を行い，利益・費用・収益の MDC６（疾患）別

・DPC 別バブルチャート分析や DPC 症例件数上位の在院日数に対する利益推移

（損益分岐）に関する分析を行った。 
・ 決算期実地棚卸し結果及び中間決算期実地棚卸し結果に基づき，不明材料一

覧を作成し，各棚卸し実施部署に配付して注意喚起と所在確認を実施した。ま 

  た，棚卸し額と帳簿在庫金額の差異比較を行うとともに要因分析を行い，実施

入力漏れ，棚卸しカウント漏れ等の防止策を周知徹底しており，実施入力漏れ

の要因の一つである注射オーダーの入力漏れについて調査し，該当する数量及

び金額が大きいことから，実施又は中止の入力を徹底するなど，差異縮減を促

した。さらに，各部署の薬品・材料の在庫率を算出し，在庫率の高い薬品等の

確認を行い，定数配置数及び購入数の見直し並びに品目数の削減を行うなど，

在庫縮減を促した。 
 ・ 経営データウエアハウス（DWH）を活用して毎月１回（仮レセプト時）経営管

理帳票を作成し，物流データと医事データの差異について確認作業を行い，薬

品・材料の請求漏れ防止及び適正使用を図った。 
 
○ 随意契約に係る情報公開等を通じて契約の適正化を図っているか 

随意契約の限度額について，平成 23年度から引き続き 200万円とし，契約の適

正化を図った。さらに，汎用事務用品・印刷業務の調達にあたっては，200 万円未

満であっても，調達案件毎に 100 万円を超えることが見込まれる場合には，一般

競争入札により調達することとしている。 
これにあわせ，随意契約に係る情報も含め，入札公告等についても，本学の HP

において広く公告し，適正な情報発信に努めている。 
これらの取組を行った結果，平成 27 年度は，200万円以上 500万円未満の調達

において，一般競争入札の占める割合が，43.13％となっている。 
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・ 外部サービスを利用した効果的・多角的な情報発信として，他国立大学に先

駆けて「Twitter」を開設した。継続した取り組みとして「Facebook」及び「広

大動画チャンネル」も開設し，海外への情報発信を強化するために英語版の

「Facebook」も開設した。広大動画チャンネルを活用し，毎月開催する学長定

例記者会見の様子（平均視聴約 600 件）及び学位記授与式・入学式の様子の動

画配信を開始した（視聴数約 2,500 件）。 
・ 学長自らの言葉で情報発信する取り組み「学長定例記者会見」を継続的に毎

月開催し，効果的な情報発信に努めた。参加報道機関は，平成 22 年度延べ 65
社（80 人），平成 23 年度延べ 75 社（96 人），平成 24 年度延べ 87 社（113
人），平成 25年度 74 社（90 人），平成 26年度 59社（69人）であった。 
発表件数に対する記事掲載件数は，平成 22 年度 53 件/110 件（約 48％），

平成 23年度 64 件/121 件（約 53％），平成 24 年度 60件/121件（約 50％），

平成 25年度 64 件/127 件（約 50％），平成 26年度 60件/122件（約 50％）で

あった。 
・ 利用者視点に立った広報活動の展開に向けて，学外広報モニター制度を設置

した。モニターからのアンケートを参考に公式 HP のトップページの見直しを

実施した。【計画番号 21】 
【平成 27事業年度】 

・ 第２期中期目標期間を通じて，公式 HP の効果的な活用により情報発信の充

実・強化を図っており，現在次期 CMS の導入を進めている。それに先駆けて,
公式 HP のデザインを更新した。これにより，本学の教育研究活動等を視覚的

に発信するとともに，パソコン，スマートフォン，タブレット端末にも対応で

きるようになった。 
・ 国際広報の充実に向けて，公式 HPの多言語化対応として，英語ページの「お

知らせ」への掲載を充実させた（掲載件数約 190件）。また，中東地域の大学

との国際交流や学生交流を進めるために積極的な情報発信を促進するコンテ

ンツとして, 海外からの留学希望者向けウェブサイト｢Explore HU｣にアラビ

ア語のページも開設した。さらに研究企画室と協力し，研究成果・研究活動等

の発信力を高めるため，国際的プレスリリースプラットホームを活用した情報

発信を行った。 
・ 広島市を発祥の地とする本学ならではの取り組みとして，被爆 70 年を迎え

るに当たり，公式 HPに特設サイト「被ばく 70年を迎えて」を設置し公開した

（日本語版・英語版）。特設サイトでは，学長メッセージ（日英語）の動画も

掲載した。 
・ 広報企画戦略会議において，平成 26 年策定の「広島大学の広報戦略につい

て」の見直しを行い，当面重点的に取り組む事項を決定した。それに基づき，

本学への入学希望者及びその保護者等への本学の認知度の向上を図るために，  

入学式及びオープンキャンパス時期に合わせた新聞広告への出稿を地元紙等へ

行い，本学の歴史や建学の精神，理念５原則，学長メッセージや特徴的な取組

等の情報を発信した。【計画番号 21】 
 
 

２．共通の観点に係る取組状況 
 
○ 中期計画・年度計画の進捗管理が図られているか 
・ バランス・スコアカードの手法を活用した目標管理制度を導入しており，中

期計画・年度計画等を各事務職員が計画し実行する計画と連鎖させ，進捗管理

にも活用する仕組みとしている。 
・ 各理事室においては，目標管理フォーマットにより，四半期単位で年度計画

の進捗状況について自己評価を行っている。さらに，役員会においてその内容

等
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○ 自己点検・評価の着実な取組及びその結果の法人運営への活用が図られている

か 
・ 第２期中期目標期間における評価方法・内容を踏まえ，法人化直後に策定し

た「国立大学法人広島大学における評価の手順について」の見直しを行い，「広

島大学における評価制度について」を平成 23年度に策定し，平成 26 年度に規

定化した。また，本学教員の教育・研究・社会貢献活動及び他機関の情報等を

収集，蓄積する機能を有し，それら蓄積されたデータを使用できる，データウ

エアハウスを構築し，平成 27 年４月に本格稼働した。蓄積されたデータを用

い，①教員活動報告書の作成，②教員による自己点検・評価，③部局による教

員個人評価，④研究者総覧として教員活動状況の情報公開，⑤大学経営企画室

による各種分析・ベンチマークを行っている。これにより，本学の評価制度の

基本を自己点検・評価に置き，これを認証評価及び国立大学法人評価への対応

に最大限活用し，より効率的に対応する体制が整い，法人運営への活用が実現

した。 
・ 全学的な自己点検・評価として，経営協議会学外委員による部局の組織評価

を実施している。毎年度テーマを設定して評価を実施するとともに，経営協議

会学外委員からの意見を基に実施方法等についても継続的に見直しを行って

いる。部局の組織評価における指摘事項に対しては，各部局において対応を検

討し改善を行い，その内容について更に経営協議会学外委員と意見交換を行う

など，評価結果を法人運営へ活用している。 

 
○ 情報公開の促進が図られているか。 
 ・ 第２期中期目標期間を通じて，本学の教育研究活動等について効果的な情報

発信を行うため，公式 HPを重点的に活用した。 
例えば，受験生及び留学生の増加に向けた情報発信のために，公式 HPに新た

なサイトを開設し，等身大の本学での学生生活をイメージしてもらえるよう，

在学生へのインタビュー動画を掲載する「広大生にインタビュー！」と海外か

らの留学希望者向けの各種情報を掲載する「Explore HU」を掲載している。 
さらに外部サービスを利用し，多角的な情報発信を展開するために，

「Twitter」，「Facebook」，「Ustream」，「YouTube」を開設した。 
また，利用者にとって使い易く，情報が探し易い内容に改善するとともに，

スマートフォンに対応した HP に更新するため，次期 CMS の導入を進めている。 
・ 海外への積極的な広報活動強化のために，公式 HP の多言語化に取り組んだ。

閲覧数の多いコンテツを中心に，全学サイトについては，英語・中国語での展

開を行っている。また，海外発信力を高めるために英語版の Facebookの開設や

中東地域の大学との学術交流や学生交流を進める上での広報力強化のために

「Explore HU」のアラビア語ページを開設した。 
・ 全学的な広報体制を強化するため，全学の広報企画戦略会議を設置し，「広

島大学の広報活動における基本方針」及び「広報戦略について」を策定した。

さらに，「広報戦略について」は見直しを行い，重点的に取り組む事項に基づ

き広報活動を行っている。 
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【23】 
②施設マネジメントの実施によ
り，施設の有効活用を推進する。 

 

Ⅲ 

 （平成 22～26年度の実施状況概略） 
・ 弾力的活用スペースは，新たに 2,293 ㎡（学術標本共同資料館，理学部研

究棟，共用棟１，工学部研究棟）を確保し，8,717 ㎡に拡張した。現在，32
の研究チームへ 2,255 ㎡，31 の組織へ 3,999㎡のスペースを提供し運用を行

っている。 
・ 施設利用実態調査は，９部局，図書館，研究センター及び講義室を対象に

実施し，施設使用上の課題を把握した。調査対象部局は，施設マネジメント

会議からの改善に向けた提言により，スペース配分等の是正に着手している。 
・ 教育・研究スペースを更に有効活用するため，広島大学面積基準の見直し 

を行った。今後，同基準により弾力的活用スペースを確保し，有効活用を行

う。 
・ ハード面の省エネ対策として，LED 照明の導入，空調器の更新，変圧器の

更新，太陽光発電設備の導入，複層ガラスの導入等を実施した。 
・ ソフト面の省エネ対策として，ホームページにおく 入 地
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【23】 
③障がい者雇用計画を着実に推
進する。 

 

Ⅲ 

 （平成 22～26年度の実施状況概略） 

平成 20年に策定した障がい者雇用の推進計画に基づき，障がい者雇用推進の

ため，障がいを有する職員を「学習環境創りの業務」に採用する取組を実施し，

順次，実施地区を拡大した。また，「学習環境創りの業務」に当たる障がいを

有する職員がよりやりがいを持って働ける職場とするため，後輩職員のサポー

ト役も担う「リーダー的職員制度」を導入した。これらの取組により，就業継

続も図られ，平成 26年度の障がい者雇用率は 2.3％となり法定雇用率（2.3％）

を達成した。 
 また，教職員のユニバーサルデザインに関する意識向上のため，オンライン

アクセシビリティ講座を全教職員に配信するとともに，新採用職員研修に「環

境整備業務体験及びアクセシビリティの講義」を設定し，ダイバーシティー浸

透を推進した。これらの取組により，アクセシビリティ推進に係る高い意識と 

  

知識を持つ
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 年度から毎年複数回実施した。研修テーマについては，毎年見直してその時々

に合った内容で行い，情報セキュリティ対策の強化を図った。 
（包括ライセンス，ウイルス対策ソフト） 
 全学構成員を対象としたマイクロソフト包括ライセンス契約を平成 22 年度

から，全学で利用するウイルス対策ソフトの契約を平成 24 年度から継続して実

施し，本学構成員のソフトウェア不正使用のリスク回避及び情報セキュリティ

対策を強化した。 

  

【24】 
②「全学統一ＩＤ基盤の利活用に関する
整備計画」の検証を実施する。また，情
報セキュリティ及び情報コンプライアン
スの強化のための事業に係る前年度の検
証結果を踏まえ，必要に応じて改善する。 

Ⅲ 

（平成 27年度の実施状況） 
【24】② 
（全学統一 ID基盤の利活用） 
「全学統一 ID基盤の利活用に関する整備計画」について，利活用検討 WGで

検証の上，実施事項の整理を行い，学生証，職員証等の IC カード化により，今

年度は法人本部，図書館，理学研究科等の建物入退管理システム，東千田構内

入構ゲートシステム，健康診断データ収集システム等が IC カード対応化した。

また，事務用端末への認証利用等一部継続して検討する必要があるものの，こ

れまでも教育用端末のログイン認証，学生用証明書自動発行機認証，出欠管理，

建物の入退管理，車両入構ゲート管理等，学内での利活用が広がっていること

を確認し，情報セキュリティ，人的情報管理，学生支援等の強化を図るため，

今後も継続して整備計画を推進することとした。 
（情報セキュリティ・コンプライアンス教育，情報セキュリティ研修） 
 本学における情報セキュリティインシデントの発生状況を基に，実施した主

要な情報セキュリティ対策の効果を分析し，教育及び研修等の必要性を確認し

た前年度の検証結果を踏まえ，情報セキュリティ対策及び情報コンプライアン

スの強化を図るため，全学生を対象とした情報セキュリティ・コンプライアン

ス教育を平成 23年度から継続して実施した（受講率：新入生向けフレッシュマ

ン講習（座学）93.6％（3,149 人），在学生向けフォローアップ講習（オンラ

イン講座）88.7％（10,719 人））。また，平成 24 年度から継続して実施して

いる全教職員を対象とした情報セキュリティ研修を２コース各４回開催した。

研修内容については毎年度見直しを行い，今年度は最新のサイバー犯罪の手口

についての講義を行った（受講者数：624人）。 
（包括ライセンス，ウイルス対策ソフト） 
 全学構成員を対象としたマイクロソフト包括ライセンス契約を平成 22 年度

から，全学で利用するウイルス対策ソフトの契約を平成 24 年度から継続して実

施し，本学構成員のソフトウェア不正使用のリスク回避及び情報セキュリティ

対策を強化した。 

 

  
ウェイト小計 
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した。 
研究費等の不正使用防止の活動として，「広島大学における研究費等の不正

使用の防止等に関する規則」を改正し，①コンプライアンス推進責任者の設置，

②教職員から確認書の徴取，③資金配分機関等に対する不正調査報告の期限設

定等の体制等の整備を行うとともに，平成 27年３月 30 日付けで広島大学にお

ける研究費等の不正使用防止計画「改正第四次行動計画」を策定した。 
平成 27 年３月から本学の教職員を対象に，「研究費等の使用に当たっての

確認書（関係規則の遵守，懲戒処分の対象となること，法的な責任を負うこと

を確認）（英文訳付）」を徴取した。確認書の提出に当たっては，本学の研究

費等の執行の際に使用する会計支援システムを用いて徴取することで，提出漏

れを防止するとともに，毎年度徴取することとしている。また，適切に管理す

ることが求められている換金性の高い物品について，従来から備品シールの貼

付等の管理を行っている取得価額が 10 万円以上の物品に加え，10万円未満で

あっても同様に管理することとする物品を指定（パソコン，タブレット型コン

ピュータ，デジタルカメラ，ビデオカメラ，テレビ，録画機器）し，学内に周

知の上，管理を行っている。 
また，平成 24年３月 30日に策定した広島大学における研究費等の不正使用

防止計画「第三次行動計画」に基づいて，平成 25 年度に，研究費等の不正使

用防止の意識を浸透させるため，学内の教職員を対象に浸透度調査（アンケー

ト）を実施し，52.6％の回答率であった。さらに，大学ホームページ内の「研

究費等の不正使用防止等に関する取組について」のページをリニューアルし，

閲覧者に分かり易いように体系的な整理を行うとともに，不正使用防止啓発資

料の掲載を行った。年
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成金の個人経理の禁止と大学への寄附する旨説明を行うとともに，新採用者基

礎研修及び財務系新任研修において，助成金等の不適切経理に関する項目を設

けて講義を実施した。 
 

【平成 27事業年度】 
法令遵守に関する取組 

 ① 公的研究費不正使用防止に向けて取り組んだ事項  
   「広島大学における研究費等の不正使用の防止等に関する規則」を改正し，

同規則に定めるコンプライアンス推進責任者について，「広島大学における研

究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する規則」による研究倫理責任者を

もって充てることとした。 
平成 27年３月 30日付けで策定した広島大学における研究費等の不正使用防

止計画「改正第四次行動計画」に基づいて，学内構成員に対して，研究費等の

使用ルールや不正防止に対する意識の定着状況を確認するために，浸透度調査

（アンケート）を実施した。 
上記以外では，平成 27 年４月から，従来の納品管理センターに加え，各部

局に納品検収担当者を配置し，物品修理や保守等の特殊な役務についても納品

検収を開始した。また，平成 27 年４月と 10月に開催した新採用教職員研修や

随時開催の研究倫理教育 FD において，研究費等の適正な使用に関して啓発を

行った。【計画番号 25】 
 

② 研究活動における不正行為防止に向けて取り組んだ事項 
 本学の責任体制や研究者等の責務，不正事案への対応の手続き等を規定した

「広島大学における研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する規則」を

制定・施行した。 
 研究倫理教育に関しては，教材（受講対象者別）や受講時期，受講管理等の

詳細を定めた「広島大学における研究活動に係る研究倫理教育に関する細則」

を制定・施行するとともに，すべての教員等を対象として「研究倫理教育 FD」
を企画・実施した。 
研究資料等の保存・管理に関しては，保存・管理の手法や保存期間等保存・

管理の基本的な考え方，保存に関する必要な情報の整理に資する情報整理票の

雛形を示した「広島大学における研究資料等の保存に関するガイドライン」を

制定した。 
 

③ 個人情報の適切な管理を含む情報セキュリティの向上に向けて取り組んだ

事項 
本学における情報セキュリティ対策として全学的に統一した基準を定めて 

いる情報セキュリティポリシー及び具体的な手順を示した情報セキュリティポ

リシー実施手順の大幅な見直しを行い，高度化・多様化している情報セキュリ

ティに係る脅威に対応すべく改訂案を策定した。【計画番号 24②】施行は平成

28 年度中を予定している。 
また，情報セキュリティの向上と情報コンプライアンスの強化を図るため，

全学生を対象とした情報セキュリティ・コンプライアンス教育を平成 23 年度か

ら継続して実施した。（受講率：新入生向けフレッシュマン講習（座学）93.6
％（3,149 人），在学生向けフォローアップ講習（オンライン講座）88.7％（10,719
人）全教職員を対象とした情報セキュリティ研修は，平成 24年度から継続して

実施し，２コースを各４回開催した。研修テーマについては毎年度見直しを行

い，今年度は最新のサイバー犯罪の手口についての講義を行った。（受講者数

：624人）以上の情報セキュリティ・コンプライアンス教育や研修により，情報

セキュリティの向上と情報コンプライアンスの強化を図った。 
 
④ 教員等個人宛て寄附金の適切な管理に向けて取り組んだ事項 

 寄附手続の徹底について，平成 26年度末に策定した広島大学における研究費

等の不正使用防止計画の行動計画（改正第四次行動計画）に基づき，学内構成

員に対して，助成金等の受入手続きを含む研究費等の使用ルールや不正防止に

対する意識の定着状況を確認するために，浸透度調査（アンケート）を実施し，

助成金等の大学への寄附手続きについての意識の定着を図った。また，各部局

等において，助成金の申請・採択に係る申し出を受けた際には台帳を作成し，

状況確認を行った。さらに，新採用者基礎研修及び随時開催の研究倫理教育 FD
において，助成金等の不適切経理に関する項目を設けて講義を実施した。 

 
 
【第１期中期目標期間評価における課題に対する対応】 
○ 研究費の不適切使用に対する対応状況 

平成 22 年度から発注及び納品検収について，教員等自らが 50 万円未満の発

注が行えるよう権限を付与するとともに，納品された物品等については，教員

等が責任をもって検査確認を行うこととし，権限と責任を明確化した。さらに，

東広島地区及び霞地区に納品管理センターを設置することにより，発注者以外

の者による検収体制を確立した。また，取引件数等が一定数以上の業者と「取

引基本契約」を締結した。この中で，不正行為等が発生した場合，通常講ずる

措置以上の措置を講ずる（取引停止期間を加重して措置）こと等を約定し，業

者に対しても不正使用防止のための取組を実施した。さらに，平成 27年４月か

ら，従来の納品管理センターに加え，各部局に納品検収担当者を配置し，物品

の修理や保守等特殊な役務についても納品検収を開始した。 
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また，「研究費等の不正使用防止計画」を策定し，これに基づいて不正使用

防止の意識を浸透させるために，学内の教職員を対象に浸透度調査（アンケー

ト）を平成 23 年度，平成 25 年度，平成 27 年度にそれぞれ実施した。そのほ

か，平成 23 年度に大学ホームページ内の全学情報共有基盤システム「いろは」

に会計支援情報のポータルサイトを設置し，文部科学省等からの関連通知や不

正使用防止啓発資料を掲載するなど，閲覧者に分かり易いように体系的な整理

を行い，学内における意識の浸透のために内容を充実させた。さらに毎年４月

と 10 月に開催の新採用教職員研修や随時開催の研究倫理教育 FD において，研

究費等の適正な使用に関して啓発を行った。  
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 ④ その他，大学病院を取り巻く諸事情（当該大学固有の問題）への対応状況  

等 
  地域の三次被ばく医療機関として，原子力発電所等の立地道府県及びその隣

接府県で構成される地域の緊急被ばくネットワークとの連携事業を推進する

とともに，緊急被ばく医療に対応できる人材を育成するため，医師，看護師，

診療放射線技師等を海外研修，専門セミナー等に参加させた。 
 
２．評価の共通観点に係る取組状況 
（１）質の高い医療人育成や臨床研究の推進等，教育・研究機能の向上のために必

要な取組が行われているか。（教育・研究面の観点） 
○ １年目及び２年目の研修医それぞれに対応した内容の研修医セミナーを月２

回程度実施し，卒後臨床研修における到達目標に達するよう支援した。 
○ 臨床研究の推進強化を図るため，治験コーディネータ（CRC）を増員するとと

もに，生物統計家を講師として採用した。また，医療法に基づく臨床研究中核病

院の承認制度への対応及び臨床研究における支援体制の強化を図るため，平成

27 年２月１日付けで「臨床研究部」を「総合医療研究推進センター」に組織再

編し，教員，薬剤師，看護師等を増員するとともに，臨床研究の推進体制を強化

するため，平成 28 年２月１日付けで専任のセンター長（教授）を配置した。 
○ 地域の三次被ばく医療機関として，緊急被ばく医療に対応できる人材を育成す

るため，医師，看護師，診療放射線技師等を海外研修，専門セミナー等に参加さ

せた。 
 
（２）大学病院として，質の高い医療の提供のために必要な取組が行われているか。

（診療面の観点） 
○ 地域医療との連携を強化し機能分化を推進するため，がん診療連携クリニカル

パスの運用について連携医療機関の拡大を図り，乳がんパスは 37病院 59診療所，

胃がんパスは 63病院 167診療所，大腸がんパスは 63 病院 166診療所，肝がんパ

スは 78 病院 203 診療所，肺がんパスは 58 病院 167 診療所，前立腺がんパスは

59 病院 190診療所となった。 
○ 平成 22 年４月に口腔インプラントセンターを設置し，同年７月に感染症科を

設置するとともに，感染症科及びリハビリテーション科に教授を配置し，診療体

制の充実を図った。また，同年同月に検査部に専従の医師として准教授を配置し，

検査体制の充実を図った。 
○ 平成 23 年４月に病理診断科，形成外科及び腎臓内科に，同年６月に障害者歯

科に教授を配置し，診療体制の充実を図った。また，心不全の地域連携サポート

体制の構築に向け，平成 24 年１月に心不全センターを設置した。 
○ 北病棟（歯科 40床）の入院環境改善及び病床の効率的運用を図るため，入院 

棟２階東への移転改修工事（平成 23年９月完成・移転）を完了し，共通病床化を

促進した。 
○ 新診療棟の建設に伴い，外来患者用駐車場85台分が消滅することとなったため，

広島市より病院駐車場として借用中の用地（1,840.97㎡：76台分）について，慢

性的な駐車場不足の解消に向け，現行の駐車可能台数を確実に確保するとともに，

引き続き駐車場の増設等に取り組むため，広島市との間で本学用地との一部交換

譲渡及び交換譲渡後の残地購入を行い，平成 24年３月に取得した。 
○ 平成 24 年４月に腫瘍内科の標榜名をがん化学療法科に変更して教授を配置し，

診療体制の充実を図った。 
○ 都道府県がん診療連携拠点病院として，がんの早期発見に役立つ陽電子放射断

層撮影装置（PET-CT）を，国（厚生労働省）と広島県が指定するがん診療連携拠

点病院（16 施設：国指定 11 病院，広島県指定５病院）としては広島県内で初めて

導入（平成 24年５月）し，機能充実を図った。 
○ 本学病院は，厚生労働省から中国四国地方で唯一，地域で小児がん診療の中心

的役割を担う施設として，平成 25年２月８日付けで「小児がん拠点病院」に指定

された。 
○ 未来の医療に対応するため，新しい診療棟を建設（平成 25 年４月竣工・同年９

月開院）した。新診療棟は，患者をはじめとする利用者に優しい施設，高度先進

医療及び臨床教育の充実を支援することができる施設，災害時の医療拠点として

の防災機能を確保可能な施設とすること等を整備方針として整備・充実を図り，

グリーン化技術（次世代に繋がる病院を目指して，自然エネルギーの有効活用と

建築的な工夫，最新の設備技術との融合），グリーンガーデン（環境への配慮と

自然との共生を図った，緑あふれる潤いのある癒しの環境の整備），グリーンア

ート（グリーン（植物）を連想させるアートにより，患者一人ひとりの自己治癒

力を高める治療空間の展開）により，基本コンセプトである『Green Hospital』
を実現した。また，新診療棟への移転を機に医科と歯科の外来・診療部門を集約

し，手術室の増室（13 室→17 室），化学療法室の増床（14 床→28 床），術後専

用の外科系集中治療室(SICU)の新設（６床）等，診療面での機能強化を図った。

さらに，細胞療法や再生医療等に取り組む「未来医療センター」及びプロ野球チ

ームやプロサッカーチームの本拠地である地域性を生かし「スポーツ医科学セン

ター」を診療棟内に開設するなど，探索医療の開発及び先進医療の実践により，

研究成果を診療に反映していくための体制整備を図った。 
○ 臓器移植手術で摘出の臓器運搬の際，他者との動線交差を回避するため，診療

棟４階の OR11の前室と OR12 の前室を繋ぐ改修工事（平成 26年８月完成）を行っ

た。 
○ 小児がん拠点病院として，患者及びその家族が療養生活を円滑に送れるよう，

本学病院が所在する霞キャンパス近接の広島市所有地を購入し，長期滞在施設 
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「広島大学病院ファミリーハウス」RC５階建て（12 室，延床面積 528 ㎡）を建

設（平成 27 年３月竣工・同年５月運用開始）した。 
○ 医師及び医療関係職と事務職員等との間での役割分担を推進するため，平成

27 年４月からドクターズクラーク（医師事務作業補助者）を３人配置し，同年

６月から２人増員し７人体制とした。 
○ 炎症性腸疾患（IBD）患者に対して，最新の治療法を実践し，患者 QOL を高め

るための集学的診療を行うため，平成 27 年７月に IBD センターを設置した。ま

た，漢方診療を必要とする患者に対して，先進的漢方診療を推進するため，同年

８月に漢方診療センターを設置した。 
○ 本学病院は，厚生労働省「てんかんの地域診療連携体制の整備事業」に基づき，

平成 27年 11月 20 日付けで広島県「てんかん診療拠点機関」に指定された。 
○ 第一種感染症指定医療機関として，入院棟３階感染症病室等の改修工事（平成

28 年１月完成）を行い，受入態勢の強化を図った。 
 
（３）継続的・安定的な病院運営のために必要な取組が行われているか。（運営面

の観点） 
○ 病院勤務医の負担軽減及び処遇改善のため，平成 22 年４月に「勤務環境改善

担当の副病院長」を新設した。 
○ 国立大学病院管理会計システム（HOMAS）及び経営支援システム／メディカル

・コード（MC）を活用して月別の診療科別原価計算，部門別原価計算を行い，対

前年同月比で医業利益の増減が大きい診療科については，要因分析を行った。な

お，医療利益率の低い血液内科の経営改善に向け，原価計算の分析資料を基に新

たに算定可能となる施設基準への適合について検討を行うとともに，算定要件を

満たすための設備整備等を行い，平成 26 年１月から「無菌治療室管理加算２」

の算定を開始し，収益増を図った。 
○ MCを活用して平成 26年度入院患者について，診療科ごとに症例件数 TOP10を

MDC6（疾患）別・DPC別に収支状況分析を行い，利益・費用・収益のバブルチャ

ート分析資料等を作成し，各診療科に説明の上，提供した。 
○ DPC 分析ベンチマークシステム（EVE）を活用して月別の診療科別 DPC／PDPS

請求退院の診療報酬集計，外保連試案手術技術度集計を行った。また，DPC／PDPS
請求退院患者について，診療科ごとに DPC 症例件数上位の診断群分類の現状や在

院日数の全国平均差・平均出来高差額の分布等の分析を行い，バブルチャート分

析資料等を作成し，各診療科に説明の上，提供した。 
○ 診療 DWH及び医事 DWHを活用して届出をしていない施設基準への適合について

検討を行い，届出要件の整った「経皮的大動脈弁置換術」（平成 27年 10 月１日

以降算定開始）の新規届出を行った。また，診療報酬に関する調査・分析を行う

とともに，診療報酬算定に係る施設基準等の費用対効果の検証を行い，経営改善  

 方策の立案・実施に寄与するための資料を作成した。 
○ 手術室で施行した手術について，診療報酬請求額（手術金額）から薬剤・材料

費を除き，過去３か年の手術手技単価（技術料）5,000 点(50,000 円)以上の件数

・金額と検証を行い，１件当たりの金額が増加傾向にあり，難易度の高い手術へ

の傾斜を確認した。 
○ 医療機器に係るランニングコスト縮減を図るため，保守委託業務の検証を行い，

IVR-CT
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○附属学校について 
１．特記事項 

第２期中期目標期間の附属学校に関する目標を達成するため，大学との連携に

より，グローバル人材の育成を目指す初等中等教育カリキュラム及び教育実習制

度を構築した。 
 

２．評価の共通観点に係る取組状況 
（１）教育課題について 
○ 学校現場が抱える教育課題について，実験的，先導的に取り組むとともに，地

域における指導的あるいはモデル的学校となるように，様々な教育課題の研究開

発の成果公表等に取り組んでいるか。 
学校教育に係る研究開発の全国的・地域的拠点校を目指すため，幼稚園から高

等学校までのすべての学校種を有している強みを活かして，あらゆる発達段階の

児童・生徒を対象とした教育研究・教育実習にグローバルな視点を取り入れ，研

究開発指定校等に申請を行っている。その成果については，附属学校園合同研究

フォーラムや，各校園での教育研究大会の開催及び研究紀要の発行等を通じて，

広く発信している。 
 
（２）大学・学部との連携 
○ 附属学校の運営等について，大学・学部側との間で協議機関等が設置され機能

しているか。 
附属学校がより良い運営を行うため，附属学校園評価委員会（大学教員及び外

部有識者を含む。）を設置し，各校園の取組等を聴取した上で，評価結果を各学

校園に提示するとともに，助言及び提言を行っている。 
 

①大学・学部における研究への協力について 
○ 大学・学部の教育に関する研究に組織的に協力する体制の確立及び協力の実践

が行われているか。 
  「大学・附属学校園間における教育・研究協力依頼に関する取扱要項」を定め，

大学からの依頼に応じて，園児・児童・生徒を対象とした行動観察，園児・児童

・生徒を対象としたアンケート調査，各附属学校園が保有している各種データ 
の提供等を行っている。 

○ 大学・学部と附属学校が連携して，附属学校を活用する具体的な研究計画の立

案・実践が行われているか。 
  大学と連携して教育研究の進展を図るため，大学教員と附属学校教員が共同研

究を行う学部・附属学校共同研究「研究プロジェクト」を毎年度全学から募集し，

審査・採択を行い，研究プロジェクトを実施している。 

②教育実習について 
○ 附属学校における質の高い教育実習を提供する場としての実習生の受入を進め

ているか。 
  教育学部をはじめとする課程認定を受けている学部の学生の理論と実践の往還

を基軸とした教育実習を実施するとともに，医学部保健学科及び歯学部口腔保健

学科（平成 26年度より歯学部口腔健康科学科）の学生の養護実習についても学生

の受け入れを行っている。また平成 21 年度から教育学研究科に開設された「教職

高度化プログラム」における「アクションリサーチ実習（附属学校教育実習）」

にも協力し，毎年度，大学院生及び現職教員を受け入れている。 
○ 大学・学部の教育実習計画は，附属学校を十分活用したものとなっているか。

（附属学校と公立学校での教育実習の有機的な関連づけについて検討が進められ

ているか。） 
・ 大学と協議・連携し「教職高度化プログラム」を選択する大学院生（現職教

員含む）は，「アクションリサーチ実習Ⅰ，Ⅱ」において，１年次に附属学校

で教育実習を行う。２年次には，１年次のアクションリサーチ実習を踏まえ，

県教育委員会及び市教育委員会と協議し，連携協力校（公立学校）において課

題解決実習を行っている。 
○ 大学・学部の教育実習の実施への協力を行うために適切な組織体制となってい

るか。 
年に２回，教育実習連絡協議会を開催し，４月には教育自習内容等について各

実習校と連絡を密にし，12 月には実習成果報告と改善策等を協議するなど組織体

制を構築している。 
○ 大学・学部と遠隔地にある附属学校については，教育実習の実施に支障が生じ

ていないか。 
附属学校によっては，宿泊施設が有り合宿研修のようになるため，今後の生徒

指導にも役立てることができる。なお，宿泊施設が無い附属学校については，ホ

テル等を利用するため，学生負担は否めない。また，大学の教育実習担当教員の

負担は大きく支障がある。 
 
（３）附属学校の役割・機能の見直しについて 
○ 附属学校の使命・役割を踏まえた附属学校の在り方やその改善・見直しについ

て十分な検討や取組が行われてきたか。 
・ 平成 25 年度には，附属幼稚園，附属三原幼稚園の２園について，平成 27 年

度４月入学の定員をそれぞれ減員して適正規模に構成し直した。 
・ 大学との連携により，グローバル人材の育成を目指す初等中等教育カリキュ

ラム及び教育実習制度を構築し，その成果については，第５回附属学校園合同

研究フォーラムを開催し広く地域への情報発信をした。 
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女性管理職の割合を高くする。 
 
 
 
（４）人件費の削減 
   「簡素で効率的な政府を実現するための行政  

改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47
号）に基づき，国家公務員に準じた人件費改革に
取り組み，平成18年度からの５年間において，△
５％以上の人件費削減を行う。更に，「経済財政
運営と構造改革に関する基本方針2006」（平成18
年７月７日閣議決定）に基づき，国家公務員の改
革を踏まえ，人件費改革を平成23年度まで継続す
る。 

 
（参考）中期目標期間中の人件費総額見込み 
    202,323百万円(退職手当は除く。) 
 

男女共同参画に関する「行動の目標・行動計画・
行動項目」に沿って，女性管理職の割合を前年
度以上とすることを目指す。 

 
（４）人件費の削減 
 （23年度に完結した計画であるため，27年度には対

応する計画なし。） 
 
（参考１） 平成 27年度の常勤職員数  2,509人 
  また，任期付職員数の見込みを  520人とする。 
（参考２） 平成 27年度の人件費総額見込み  

35,134百万円（(退職手当は除く。） 
 

成するための措置」P29，32，参照 
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学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

 (a) 
(人) 

(b) 
(人) 

(b)/(a) X100 
(％) 

先端物質科学研究科 量子物質科学専攻 
          分子生命機能科学専攻 
          半導体集積科学専攻 
      計 
 
保健学研究科 保健学専攻 
 
医歯薬保健学研究科 口腔健康科学専攻 
          薬科学専攻 

保健学専攻 
          医歯科学専攻 
      計 
 
工学研究科 機械システム工学専攻 

機械物理工学専攻 
      ｼｽﾃﾑｻｲﾊﾞﾈﾃｨｸｽ専攻 
      情報工学専攻 
      化学工学専攻 
      応用化学専攻 

社会基盤環境工学専攻 
      輸送・環境システム専攻 
      建築学専攻 
      計 
 
生物圏科学研究科 生物資源科学専攻 

生物機能開発学専攻 
         環境循環系制御学専攻 
      計 
 
医歯薬学総合研究科 医歯科学専攻 
      計 
 
国際協力研究科 開発科学専攻 
        教育文化専攻 
      計 
 

   50 
   48 
   30 
  128 

 
  (注) 

 
   24 
   36 
   68 
   24 
  152 

 
   56 
   60 
   68 
   74 
   48 
   52 
   40 
   40 
   42 
  480 

 
   60 
   48 
   38 
  146 

 
  (注) 

    
 

   86 
   56 
  142 

 

  53 
  66 
  42 
  161 

   
    1 

 
   20 
  40 
  64 
  23 
 147 

 
   81 
  83 
  95 
  83 
  67 
  65 
  45 
  57 
  58 
 634 

 
  67 
  85 
  39 
 191 

    
  2 
  2 

   
 134 
  61 
 195 

106 
137 
140 
125 
 
 
 

 83 
111 
 94 
 95 
 96 
 

144 
138 
139 
112 
139 
125 
112 
142 
138 
132 
 

111 
177 
102 
130 
 
 
 
 

155 
108 
137 
 

修士課程 計 2,034 2,498 122 
 

学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 
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学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

 (a) 
(人) 

(b) 
(人) 

(b)/(a) X100 
(％) 

工学研究科 社会基盤環境工学専攻 
      輸送・環境システム専攻 
      建築学専攻 
      社会環境システム専攻 
      計 
 
生物圏科学研究科 生物資源科学専攻 
         生物機能開発学専攻 

環境循環系制御学専攻 
      計 
 
医歯薬学総合研究科 創生医科学専攻 

展開医科学専攻 
薬学専攻 

          口腔健康科学専攻 
      計 
 
国際協力研究科 開発科学専攻 
        教育文化専攻 
      計 
 

   21 
   21 
   21 
 (注) 
  243 

 
   36 
   36 
   27 
   99 

 
 （注） 
 （注） 
 （注） 
 （注） 

   
 

   66 
   42 
  108 

  15 
  18 
   7 
  2 
 164 

   
  47 
  22 
  19 
  88 

  
   86 
  70 
   1 
  2 
 159 

  
  35 
 39 
 74 

 71 
 85 
 33 
 

 67 
 

130 
 61 
 70 
 88 
 
 
 
 
 
 
 

 53 
 92 
 68 

博士課程 計 1,567 1,729 110 

【専門職学位課程】 
 
法務研究科 法務専攻 
 

 
 

  132 
 

 
 

  74 
 

 
 

 56 
 

専門職学位課程 計  132  74 56 

【専攻科】 
 
特別支援教育特別専攻科 
 

 
 

   30 
 

 
 

  17 
 

 
 

 56 
 

専攻科 計   30   17  56 
 

学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

【附属学校】 (a) 
(人) 

(b) 
(人) 

(b)/(a) X100 
(％) 

附属小学校        学級数 12 
附属東雲小学校      学級数 18 
附属三原小学校      学級数 12 
附属中学校        学級数 9 
附属東雲中学校      学級数 9 
附属三原中学校      学級数 6 
附属福山中学校      学級数 9 
附属高等学校       学級数 15 
附属福山高等学校     学級数 15 
附属幼稚園        学級数 3 
附属三原幼稚園      学級数 4 
 

  416 
  488 
  416 
  360 
  264 
  240 
  360 
  600 
  600 
   85 
  120 

  407 
 468 
 404 
 370 
 255 
 239 
 366 
 606 
 605 
  86 
  96 

 97 
 95 
 97 
102 
 96 
 99 
101 
101 
100 
101 
 80 
 

附属学校 計 3,949 3,902  98 

 
(注)収容定員を記載していない専攻等は，改組等により募集を停止している。 
 
○ 計画の実施状況等 
 (１)収容定員に関する計画の実施状況（５月１日現在） 
    学士課程全体では定員充足率が 109％であり，概ね適正である。 
    修士課程全体では定員充足率が 122％であり，概ね適正である。 

博士課程全体では定員充足率が 110％であり，概ね適正である。 
    専門職学位課程では定員充足率が 56％であり，定員を下回っている。 
    専攻科では定員充足率が 56％であり，定員を下回っている。 
 
 (２)定員充足率が 90％未満の主な理由 
（法務研究科 法務専攻） 
(理由) 前年度の入学者が 21 人にとどまったことを踏まえ，20％の定員削減を行ったが，

志願者が前年度に比べて約 50％減少し，受験者は 47人にとどまったこと，合格者 25人の

うち入学辞退者が 12人に達したことから，結局，入学者は 13人にとどまった。そのため，

全体としての定員充足率が大幅に低下せざるを得なかったものである。 
 
(対応) 志願者及び受験者の増加を図るためには，司法試験合格率の向上が不可欠であるこ

とから，その向上を目指して，昨年度から統合教育プログラムを導入し，学習コーチング

型の指導に徹するなど，教育方法の改善を実施しているところであり，本年度の合格率は

約 5.4ポイント向上したので，更に継続的に実施したい。また，入学辞退を防止するため，

合格発表後に改めて合格者に対する入学前ガイダンスを実施したり，合格者に対する主要

科目の通信添削指導を行うほか，合格発表直後に合格者との個別面談を実施して入学する 
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よう個別に説得するなど，できる限りの辞退防止措置を講じている。さらに，入学試験の

時期，回数，実施場所等を再検討し，また，試験負担を軽減して受験し易くすることによ

って受験者の増加を図り，入学者の確保に努めているが，今後，入学者確保が一層困難に

なると予想されることを踏まえ，平成 28年度の入学定員については，約 45％の削減（36
人→20人）を行うこととした。 

 
（特別支援教育特別専攻科） 
(理由) 未充足の理由として，①各自治体の財政状況等の理由により，教育委員会からの現

職派遣者数が減少していること②近年，どの自治体も教員採用者数が増加していること，

さらに，大量退職を見越して，臨時的任用者数が多い状況が続いていることから，新卒者

が教職に就く機会が増加していることが考えられる。特別専攻科を保有する全国の国立大

学においても本学同様に定員充足に課題を抱えているのが現状である。一方で特別支援教

育のニーズが深まる中，定員には満たないが，志願者数は漸増の傾向が窺える。 
 
(対応) 特別支援教育学講座では引き続き，広島県教育委員会・広島市教育委員会をはじめ

として，県内の市町教育委員会，さらには西日本の各自治体の教育委員会へ現職教員の派

遣をしていただけるよう継続的に働きかけを行ってきた。 
  また，広報活動として，HPのリニューアル，紹介・募集用チラシの作成・掲示，学内外

への配布を行っている。加えて，県内の特別支援学校の協力を得て，介護等体験に参加す

る学生への配布をしている。その結果，近年，他専攻の学生や他大学の学生が，特別支援

教育の専門性を身に付けることを希望して，進学してくるようになってきている。 
  今後も，本専攻科の周知を図ることにより，状況の改善が期待できると考えている。 ①
平成 27 年度は，現職教員の派遣を増やしてもらうよう，県教育委員会を始め，市町教育

委員会に対して，特別専攻科の紹介と派遣依頼を講座の教員が機会あるごとに行った。そ

の結果，今年度，広島市教育委員会派遣の複数の現職教師から受験があり，今後も同様の

紹介と依頼を行うことで，現職教員の派遣が期待できる。②平成 25 年度から，これまで

の募集案内ポスターに替えて，A４判のリーフレットを作成し，西日本の教員養成コース

を持つ主要な大学への送付を行うとともに，｢介護等体験」を行っている県下のすべての

特別支援学校に対して，他大学からの受講生も含めて，すべての受講生にチラシ配布の依

頼を行った。その結果，このチラシを見て応募する受験生が見られており，有効性が確認

されたため，次年度も継続してチラシの作成と配付を行っていく。③これまで入学してき

た特別専攻科の学生の中には，HPを検索して情報を得ている場合と，他大学出身の先輩か

らの情報として聞いている場合とが見られる。今後も，ホームページの改善と，入学生か

らの人的な PR を図る事を行う。④本学出身の入学者も増えているが，まだポスターやチ

ラシでの周知が不十分である。廊下や掲示板だけでなく，学生控室にもポスターを貼って

もらうよう他学部，他コースへの働きかけを行う。また，教員採用試験の結果が判明した

直後を狙って広報活動を行う。なお，今年度は教育学研究科の教員に対して，メーリング

リストによる特別専攻科の PR 活動，並びにレターボックスにリーフレットを投函する取

り組みを行った。このように教育学研究科内の教員を介して学内進学者の増加をねらいた

い。 

 



○　別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について）

（平成22年度）

537 103.3%総合科学部 520 578

（人） （％）（学部等） (人) （人） （人）

超過率算定
の対象となる
在学者数
（Ｊ）

【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,Iの合計）】

定員超過率
（Ｋ）

（Ｊ）／（Ａ）×100
学部・研究科等名

収容定員
（Ａ）

収容数
（Ｂ）

左記の収容数のうち

外国人
留学生数
（Ｃ）

休学
者数
（Ｇ）

留年
者数
（Ｈ）

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

国費
留学生数
（Ｄ）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

大学間交流
協定等に基
づく留学生等

数（Ｆ）

13

791 104.1%法学部 760 871 11

2,090 105.6%教育学部 1,980 2,164

590 101.7%文学部 580 628 2 18 25 20

1,157 100.9%医学部 1,147 1,187 1

991 105.4%理学部 940 1,060 2

889 101.0%経済学部 880 987 8

5 31 25

1 1 16 67 51

2,082 105.2%工学部 1,980 2,257 35

279 100.4%薬学部 278 282 1

499 96.9%歯学部 515 522 1 8 15 15

6 26 23 124 120

1

181 100.6%総合科学研究科 180 257 70

（人） （％）（研究科等） (人) （人） （人）

423 111.3%生物生産学部 380 433 2 1 4 5 5

211 87.6%社会科学研究科 241 300 99

481 104.3%教育学研究科 461 615 90

160 71.4%文学研究科 224 261 73

2 39 102 48

22 38 85 74

工学研究科 654 759 113

119 100.0%保健学研究科 119 189 7

236 108.3%先端物質科学研究科 218 269 15

376 83.0%理学研究科 453 419 18

672 102.8%

8 9 29 26

39

205 82.0%

31

国際協力研究科 250 300 192

538 93.6%医歯薬学総合研究科 575 704 50

233 95.1%生物圏科学研究科 245 284 49 29 17

34 28

（人） （人） （人） （人） （人） （人）

1 2 33 70 62

1 29 62 50

28 59 46

1 1 1

5 45 76 51

5 25 51 46

（人） （人） （人） （人） （人） （人）

22 37 26

3 23 62 44

5 3 9 19 16

55 1 15 28 24

27 5 58 124 76

20 14

33 27 117 69.6%法務研究科（法科大学院） 168 175
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（平成23年度）

外国人
留学生数
（Ｃ）

休学
者数
（Ｇ）

留年
者数
（Ｈ）

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

国費
留学生数
（Ｄ）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

大学間交流
協定等に基
づく留学生等

数（Ｆ）

学部・研究科等名
収容定員
（Ａ）

収容数
（Ｂ）

左記の収容数のうち
超過率算定
の対象となる
在学者数
（Ｊ）

【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,Iの合計）】

定員超過率
（Ｋ）

（Ｊ）／（Ａ）×100

16 30 22 526 101.2%総合科学部 520 564 1

（人） （人） （人） （人） （人） （％）（学部等） (人) （人） （人） （人） （人）

22 50 37 2,094 105.8%教育学部 1,980 2,153

20 42 36 586 101.0%文学部 580 642 2

33 69 57 888 100.9%経済学部 880 980 7 2

31 60 45 787 103.6%法学部 760 863 8

10 23 17 1,159 99.6%医学部 1,164 1,186 1

18 67 53 970 103.2%理学部 940 1,046 5 3 2

1 0 0 318 100.6%薬学部 316 321 2 2

7 14 14 495 97.4%歯学部 508 516 1

2 9 9 429 112.9%生物生産学部 380 440 1

29 101 100 2,064 104.2%工学部 1,980 2,225 39 6 26

33 53 37 210 116.7%総合科学研究科 180 284 86 4

（人） （人） （人） （人） （人） （％）（研究科等） (人) （人） （人） （人） （人）

37 88 71 476 103.3%教育学研究科 461 602 91 18

40 67 36 162 72.3%文学研究科 224 245 75 7

18 32 26 380 83.9%理学研究科 453 431 22 5 2

45 89 43 190 78.8%社会科学研究科 241 280 98 1 1

23 65 45 115 96.6%保健学研究科 119 187 9 4

5 12 10 233 106.9%先端物質科学研究科 218 255 17 4 3

12 26 19 202 82.4%生物圏科学研究科 245 256 46 15 8

17 39 31 723 100.0%工学研究科 723 813 123 34 8

14 35 28 204 81.6%国際協力研究科 250 315 204 56 13

72 129 73 505 90.8%医歯薬学総合研究科 556 680 49 25 5

21 27 21 118 75.6%法務研究科（法科大学院） 156 160-73-



（平成24年度）

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

国費
留学生数
（Ｄ）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

大学間交流
協定等に基
づく留学生等

数（Ｆ）

学部・研究科等名
収容定員
（Ａ）

収容数
（Ｂ）

左記の収容数のうち
超過率算定
の対象となる
在学者数
（Ｊ）

【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,Iの合計）】

定員超過率
（Ｋ）

（Ｊ）／（Ａ）×100

外国人
留学生数
（Ｃ）

休学
者数
（Ｇ）

留年
者数
（Ｈ）

16 29 24 532 102.3%総合科学部 520 572 2

（人） （人） （人） （人） （人） （％）（学部等） (人) （人） （人） （人） （人）

20 56 43 2,094 105.8%教育学部 1,980 2,157

17 31 25 584 100.7%文学部 580 626 3

30 66 53 888 100.9%経済学部 880 972 8 1

21 58 42 774 101.8%法学部 760 837 6

5 20 16 1,167 98.8%医学部 1,181 1,188

25 70 50 977 103.9%理学部 940 1,059 8 3 4

3 2 20 299 94.6%薬学部 316 323 1 1

12 13 10 487 97.2%歯学部 501 509 1

2 11 11 422 111.1%生物生産学部 380 435

37 101 98 2,054 103.7%工学部 1,980 2,219 36 7 23

29 66 46 193 107.2%総合科学研究科 180 270 88 2

（人） （人） （人） （人） （人） （％）（研究科等） (人) （人） （人） （人） （人）

33 89 64 473 102.6%教育学研究科 461 589 82 19

42 58 32 156 69.6%文学研究科 224 233 67 3

11 20 15 381 84.1%理学研究科 453 412 22 3 2

34 77 42 183 75.9%社会科学研究科 241 261 88 1 1

1 0 0 214 109.7%医歯薬保健学研究科 195 217 14 2

6 18 15 220 100.9%先端物質科学研究科 218 249 17 5 3

17 65 33 82 120.6%保健学研究科 68 134 5 2

61 132 70 387 99.5%医歯薬学総合研究科 389 542 40 19 5

15 25 17 175 71.4%生物圏科学研究科 245 224 40 11 6

22 36 24 725 100.3%工学研究科 723 805 118 26 8

27 32 25 92 63.9%法務研究科（法科大学院） 144 144

15 34 27 159 63.6%国際協力研究科 250 263 175 52 10

- 7 4 -



（平成25年度）

（人） （人） （人） （人） （人） （％）（学部等） (人) （人） （人） （人） （人）

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

国費
留学生数
（Ｄ）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

大学間交流
協定等に基
づく留学生等

数（Ｆ）

学部・研究科等名
収容定員
（Ａ）

収容数
（Ｂ）

左記の収容数のうち
超過率算定
の対象となる
在学者数
（Ｊ）

【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,Iの合計）】

定員超過率
（Ｋ）

（Ｊ）／（Ａ）×100

外国人
留学生数
（Ｃ）

休学
者数
（Ｇ）

留年
者数
（Ｈ）

19 35 31 584 100.7%文学部 580 634 2

19 30 26 541 104.0%総合科学部 520 586 1

17 47 31 785 103.3%法学部 760 833 5

17 51 44 2,086 105.4%教育学部 1,980 2,147 1

28 71 51 966 102.8%理学部 940 1,052 8 3 4

22 77 65 889 101.0%経済学部 880 977 7 1

11 18 16 488 98.8%歯学部 494 515 1

6 27 22 1,178 98.1%医学部 1,201 1,206

21 105 103 2,070 104.5%工学部 1,980 2,224 36 6 24

1 5 5 320 101.3%薬学部 316 327 1 1

（人） （人） （人） （人） （人） （％）（研究科等） (人) （人） （人） （人） （人）

3 9 8 429 112.9%生物生産学部 380 440

30 62 44 156 69.6%文学研究科 224 233 69 3

29 69 47 198 110.0%総合科学研究科 180 277 96 3

40 64 36 162 67.2%社会科学研究科 241 242 79 3 1

46 89 62 469 101.7%教育学研究科 461 597 79 20

10 21 14 224 102.8%先端物質科学研究科 218 257 21 6 3

13 24 18 368 81.2%理学研究科 453 408 25 4 5

54 125 72 233 105.0%医歯薬学総合研究科 222 376 29 13 4

9 0 0 407 104.4%医歯薬保健学研究科 390 425 32 8 1

24 35 26 700 96.8%工学研究科 723 782 119 22 10

32 68 33 13 76.5%保健学研究科 17 79 1 1

9 22 16 145 58.0%国際協力研究科 250 233 157 40 23

13 15 9 184 75.1%生物圏科学研究科 245 223 37 7 10

21 28 24 62 43.1%法務研究科（法科大学院） 144 107



（平成26年度）

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

国費
留学生数
（Ｄ）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

大学間交流
協定等に基
づく留学生等

数（Ｆ）

学部・研究科等名
収容定員
（Ａ）

収容数
（Ｂ）

左記の収容数のうち
超過率算定
の対象となる
在学者数
（Ｊ）

【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,Iの合計）】

定員超過率
（Ｋ）

（Ｊ）／（Ａ）×100

外国人
留学生数
（Ｃ）

休学
者数
（Ｇ）

留年
者数
（Ｈ）

18 32 24



（平成27年度）

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

国費
留学生数
（Ｄ）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

大学間交流
協定等に基
づく留学生等

数（Ｆ）

学部・研究科等名
収容定員
（Ａ）

収容数
（Ｂ）

左記の収容数のうち
超過率算定
の対象となる
在学者数
（Ｊ）

【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,Iの合計）】

定員超過率
（Ｋ）

（Ｊ）／（Ａ）×100

外国人
留学生数
（Ｃ）

休学
者数
（Ｇ）

留年
者数
（Ｈ）

19 35 30 540 103.8%総合科学部 520 589 1

（人） （人） （人） （人） （人） （％）（学部等） (人) （人） （人） （人） （人）

32 55 41 2,067 104.4%教育学部 1,980 2,140 1

14 36 26 601 103.6%文学部 580 641 3

30 61 46 875 99.4%経済学部 880 952 7 1

17 47 39 778 102.4%法学部 760 834 2

15 42 41 1,195 98.7%医学部 1,211 1,251

23 80 68 981 104.4%理学部 940 1,078 7 3 3

1 7 6 316 100.0%薬学部 316 323

15 19 16 468 97.5%歯学部 480 499 1

7 10 8 434 114.2%生物生産学部 380 449

26 106 104 2,069 104.5%工学部 1,980 2,237 42 13 25

20 54 31 190 105.6%総合科学研究科 180 250 80 5 4

（人） （人） （人） （人） （人） （％）（研究科等） (人) （人） （人） （人） （人）

50 93 63 486 105.4%教育学研究科 461 616 89 13 4

29 55 35 193 86.2%文学研究科 224 262 108 3 2

14 28 25 360 79.5%理学研究科 453 411 38 7 5

39 68 40 146 60.6%社会科学研究科 241 229 74 2 2

25 25 25 621 102.5%医歯薬保健学研究科 606 688 55 15 2

7 9 7 201 92.2%先端物質科学研究科 218 227 24 6 6

15 24 19 225 91.8%生物圏科学研究科 245 279 46 12 8

23 28 21 714 98.8%工学研究科 723 798 136 27 13

23 23 16 35 26.5%法務研究科（法科大学院） 132 74

9 24 20 197 78.8%国際協力研究科 250 269 177 29 14
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